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戦
国
期
に
お
け
る
守
護
権
力
の
変
質
と
有
力
被
官

|
|
近
江
伊
庭
氏
を
事
例
に
|
|

新

谷

和

之

一
五
世
紀
半
ば
以
降
、
各
地
の
守
護
は
分
固
に
戻
り
、
地
域
支
配
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
、
守
護
は
そ
れ
ま
で
分
国
支
配
由
実
権
を
握
っ
て
い
た
有
力

被
官
と
対
立
し
、
抗
争
白
結
果
、
戦
国
大
名
が
生
ま
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
守
護
被
官
が
権
力
内
で
一
定
白
権
能
を
果
た
す
こ
と
は
、
守
護
の
支
配
に

必
要
と
さ
れ
る
面
も
あ
り
、
当
該
期
の
権
力
抗
争
を
守
護
と
被
官
の
矛
盾
の
面
の
み
で
捉
え
る
白
は
適
切
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
近
江
田
ケ
l
ス
を

も
と
に
考
察
し
た
。
一
六
世
紀
前
半
、
近
江
守
護
六
角
氏
は
二
度
に
わ
た
る
抗
争
の
末
、
守
護
代
白
伊
庭
氏
を
排
斥
し
た
。
そ
の
原
因
は
、
伊
庭
氏
が
強
大
な
権
限
を

握
り
、
六
角
氏
当
主
と
の
矛
唐
を
深
め
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
伊
庭
氏
自
権
限
は
六
角
民
権
力
内
で
容
認
さ
れ
て
お
り
、
伊
庭
氏
自
身
も
六
角

氏
権
力
の
枠
を
逸
脱
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事
件
目
契
機
は
、
室
町
幕
府
将
軍
家
白
分
裂
と
い
う
政
治
問
題
に
あ
る
。
六
角
氏
の
有
力
被
官
と
し
て
中
央
と

地
方
白
双
方
に
つ
な
が
り
を
も
っ
た
伊
庭
民
は
、
細
川
京
兆
家
の
要
請
や
自
身
白
被
官
か
ら
の
突
き
上
げ
を
受
け
、
六
角
氏
と
対
立
す
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
当

該
期
白
抗
争
は
、
権
力
内
白
覇
権
争
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
・
社
会
白
変
動
に
伴
う
構
造
的
な
問
題
と
捉
え
ら
れ
る
。
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中
世
国
家
論
と
し
て
立
論
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
共
通
の
土
俵
で
議
論
が
交
わ

は
じ
め
に

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
が
本
質
か
を
性
急
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、

地
域
権
力
の
変
質
の
要
因
を
政
治
・
社
会
の
変
動
と
絡
め
て
構
造
的
に
説
明
す
る

室
町
幕
府
の
も
と
で
地
方
支
配
に
あ
た
っ
た
守
護
は
、
室
町
期
に
は
在
京
し
、

こ
と
が
ま
ず
は
求
め
ら
れ
よ
う
。

分
国
支
配
の
実
質
は
守
護
代
以
下
の
被
官
が
担
っ
た
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
当
該
期
に
お
け
る
権
力
内
部
の
抗
争
に
着
目

一
五
世
紀
半
ば
以
降
、
幕

府
を
中
心
と
す
る
政
局
が
混
迷
を
極
め
る
な
か
、
守
護
の
多
く
は
在
国
し
、
分
国

す
る
。
在
国
し
た
守
護
家
当
主
と
、
分
国
支
配
の
実
質
を
担
う
守
護
代
ク
ラ
ス
の

支
配
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。
か
か
る
一
連
の
動
向
を
、
戦
国
大
名
に
よ
る
地

域
「
国
家
」
の
形
成
過
程
と
み
る
か
、
幕
府
守
護
体
制
の
変
質
過
程
と
み
る
か

有
力
被
官
が
対
立
す
る
現
象
は
各
地
で
み
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
当
主
が
被
官
を

滅
ぼ
し
た
り
、
被
官
が
当
主
を
追
放
す
る
「
下
魁
上
」
が
起
き
、
室
町
期
に
比
べ

で
学
説
は
大
き
く
わ
か
れ
る
。
た
だ
し
、
前
者
は
武
家
権
力
の
展
開
史
、
後
者
は

相
対
的
に
強
い
武
家
の
支
配
が
実
現
す
る
。
分
裂
・
抗
争
か
ら
統
合
に
至
る
過
程

五



は
一
様
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
構
図
自
体
は
普
遍
的
に
み
ら
れ
、
ま
さ
に

室
町
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
の
権
力
の
変
質
を
象
徴
す
る
現
象
と
い
え
る
。

戦
国
大
名
の
成
立
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
特
定
の
被
官
が
支
配
の
実

権
を
握
る
状
況
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
当
主
被
官
の
対
立
は
必
然

と
み
な
さ
れ
る

黒
田

請
は

守
護
家
当
主
と
最
有
力
被
宮

家
宰

が
と
も

に
領
域
権
力
化
の
志
向
を
強
め
た
結
呆
、
両
者
の
抗
争
が
起
き
、
家
と
分
国
支
配

権
を
統
一
し
た
新
た
な
支
配
権
が
一
五
世
紀
半
ば
に
生
み
出
さ
れ
た
と
す
目
。

方
、
川
両
勉
は
、
こ
う
し
た
抗
争
を
幕
府
|
守
護
体
制
の
変
質
に
伴
う
現
象
と
み

る。

一
五
世
紀
半
ば
以
降
、
幕
府
・
守
護
の
相
互
補
完
の
支
配
体
制
が
動
揺
す
る

な
か
、
守
護
の
も
と
に
あ
っ
た
諸
権
限
を
守
護
被
官
や
国
人
が
掌
握
し
よ
う
と
す

る
状
況
が
列
島
各
地
で
生
じ
た
と
川
岡
は
い
う
。

抗
争
の
要
因
を
権
力
の
志
向
性
の
変
化
に
求
め
る
か
、
国
家
的
枠
組
の
動
揺
に

求
め
る
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
内
実
を
分
圏
内
の
覇
権
争
い
と
み
る
点

で
両
者
は
共
通
す
る
。
し
か
し
、
守
護
被
官
が
権
力
内
で
一
定
の
権
能
を
果
た
す

こ
と
は
、
守
護
の
支
配
に
必
要
と
さ
れ
る
面
も
あ
る
。
結
果
と
し
て
抗
争
が
起
き

た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
守
護
家
当
主
!
被
宮
の
関
係
を
矛
盾
の
面
の

み
で
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
彼
ら
有
力
被
官
が
、
守
護
の
分
国
支
配
に
携
わ
る

な
か
で
中
央
政
界
と
の
つ
な
が
り
を
も
っ
た
り
、
在
地
社
会
に
深
く
介
入
し
て
い

く
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
当
該
期
の
抗
争
に
つ
い
て
も
広
く
中
央
と
地
方
の

新谷和之

政
治
・
社
会
の
構
造
を
踏
ま
え
て
再
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
近
江
守
護
六
角
氏
と
そ
の
被
官
で
あ
る
伊

庭
氏
の
関
係
の
推
移
を
追
う
こ
と
に
す
る
。
近
江
は
、
幕
府
の
置
か
れ
た
京
都
に

~ 

ノ、

ほ
ど
近
く
、
幕
府
の
有
力
な
経
済
基
盤
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
農
業
生
産
や

商
業
・
流
通
、
宗
教
な
ど
の
面
で
の
ネ
y

ト
ワ
ー
ク
が
強
固
に
形
成
さ
れ
、
在
地

社
会
の
成
熟
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
近
江
の
事
例
は
室
町
期
か
ら

戦
闘
期
に
か
け
て
の
政
治
・
社
会
の
う
ね
り
を
集
約
的
に
現
し
て
い
る
と
考
え
る
。

伊
庭
氏
は
、
南
北
朝
・
室
町
期
の
近
江
で
は
複
数
あ
る
守
護
代
の
う
ち
の
一
人

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

一
五
世
紀
中
頃
の
家
督
内
紛
を
経
て
、
伊
庭
氏
は
そ
れ
ま

で
複
数
の
守
護
代
が
も
っ
て
い
た
権
限
を
一
元
的
に
掌
握
し
、
分
国
支
配
の
中
核

一
六
世
紀
前

半
、
二
度
に
わ
た
る
「
伊
庭
氏
の
乱
」
で
排
斥
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

を
担
う
ロ
し
か
し
、
当
主
や
奉
行
人
層
と
の
対
立
を
徐
々
に
深
め
、

こけ
と て伊
を地庭
重域氏
視のの
す相強
るZ論大
。を化

?i 
、と

jill L 
域て
杜
会 宮
か 島
ら敬

喜は
的
な伊
公庭
権氏
力が
と六

22 
さに
れ 先
た駆
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一
方
、
今
回
典
和
は
、
幕
府
や
権
門
と
の
直
接
的
な
つ
な
が

り
が
伊
庭
氏
の
権
限
の
源
泉
に
あ
り
、
六
角
氏
は
幕
府
と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と

で
初
め
て
伊
庭
氏
を
排
斥
で
き
た
と
論
じ
む
。
伊
庭
氏
の
権
限
を
「
上
か
ら
」
保

証
さ
れ
た
も
の
と
み
る
か
「
下
か
ら
」
の
積
み
上
げ
と
み
る
か
で
評
価
は
わ
か
れ

る
が
、
伊
庭
氏
が
守
護
代
の
地
位
を
梶
子
に
台
頭
し
た
こ
と
、
伊
庭
氏
の
強
大
化

が
六
角
氏
と
の
矛
盾
を
苧
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
双
方
と
も
認
め
て
い
る
。

だ
が
、
村
井
祐
樹
は
、
六
角
氏
が
幕
府
と
対
立
し
た
際
、
伊
庭
氏
は
基
本
的
に

六
角
方
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
「
伊
庭
氏
の
乱
L

の
直
前
ま
で
両
者
は
協
力
関

係
に
あ
っ
た
と
い
う
。
村
井
の
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
対
立
の
要
因
を
伊
庭
氏
の

強
大
化
に
求
め
て
よ
い
か
は
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
伊
庭
氏
の
台
頭
か
ら
離
反
に
至
る
一
連
の
流
れ
を
整
理
し
、



執固期における守量権力の宜噴と有力投官

「
伊
庭
氏
の
乱
」
を
も
た
ら
し
た
六
角
氏
権
力
の
構
造
的
な
変
化
の
意
味
を
、
伊

庭
氏
や
六
角
氏
を
取
り
巻
く
政
治
構
造
や
地
域
社
会
の
動
向
と
関
連
づ
け
て
明
ら

か
に
す
る
。
な
お
、
巻
末
の
表
は
、
近
年
公
表
さ
れ
た
伊
庭
氏
関
連
文
書
一
軍
を

も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
表
か
ら
史
料
を
引
用
す
る
場
合
は
、
【
】
内

に
史
料
番
号
を
付
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

南
北
朝
・
室
町
期
の
分
国
支
配
と
守
護
代

伊
庭
氏
の
動
向
を
追
う
前
に
、
近
江
に
お
け
る
守
護
代
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
当
該
期
の
近
江
に
は
守
護
代
を
複
数
置
く
体
制
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
が
、
何
を
守
護
代
と
み
な
す
か
が
論
者
に
よ
っ
て
異
な
り
、
い
ま
だ
見

解
の
一
致
を
み
な
い
。

る
こ下
と坂
を守

坦尺
り

主義
し上
た「
。守

す護
な1';

Lー

も毒
草れ

府予

2告
2号
分竺
国 -

ij 
Q か
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し
た
り
、
守
護
の
書
下
(
自
身
の
立
場
や
権
限
に
基
づ
い
て
発
給
す
る
直
状
)
の

作
成
に
あ
た
る
「
奉
行
人
」
と
、
軍
事
行
動
の
中
核
を
担
い
、
幕
府
や
守
護
の
命

を
現
地
で
執
行
(
打
渡
)
す
る
「
郡
奉
行
」
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
両
者
が
連
携

し
て
近
江
守
護
の
分
国
支
配
が
な
さ
れ
た
と
下
坂
は
い
う
。

一
方
、
細
講
典
彦
は
、
守
護
代
を
「
守
護
に
代
わ
っ
て
領
国
で
幕
府
命
令
、
守

護
命
令
を
守
護
の
権
限
の
も
と
に
実
行
す
る
筆
頭
的
立
場
に
あ
る
家
臣
」
と
定
義

す
る
。
そ
し
て
、
「
奉
行
人
」
を
六
角
氏
の
私
的
な
行
政
・
事
務
執
行
機
関
、
「
郡

奉
行
」
を
郡
単
位
の
命
令
執
行
機
関
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
ら
を
守
護
代
に
含
め
る

下
坂
の
理
解
を
批
判
し
た
。

細
溝
の
い
う
よ
う
に
、
文
書
発
給
に
携
わ
る
被
官
も
現
地
執
行
を
担
う
被
官
も

「
守
護
代
」
と
規
定
す
る
下
坂
説
に
は
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う

るに
ケ「
l 奉
ス 行
も人
あ」

り遍
こ零
れ E
Z宇

寺舎

需皇
し_ ."， 

と が
は黒

字主
別つ
の 守

護費
と」

しと
てし
想、て
定現
す れ

る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

l 

文
書
発
給
に
お
砂
る
守
護
被
官
の
動
き

そ
こ
で
、
文
和
元
年
(
一
三
五
二
)

一
一
月
か
ら
一
一
一
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、

麻
生
荘
(
東
近
江
市
)
を
め
ぐ
る
六
角
氏
と
祇
園
社
と
の
交
渉
の
事
例
〔
史
料
二

を
ま
ず
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
文
書
発
給
に
お
け
る
六
角
氏
権
力
内
の
動
き
が
よ

44 

く
わ
か
る
事
例
で
あ
り
、
先
の
下
坂
・
細
溝
両
説
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
両
説

を
廿三 検
五士宮証
日 旦 討 す

竺る
〕宣た

v め

史
料

基
っ

て
事
実
関
係
を
整
理
す
る

著
書
聖
御
教
書
井
需
要
井
河
-
一
令
見
了
、
又
案
文
渡
之
、

今
日
可
申
付
守
護
代
蒲
生
云
々
(
中
略
)
造
営
料
所
麻
生
庄
事
、
施
行

彦正
麻麻六文
生生郎弁
圧庄在御
事号制京教

毒剥路四重主

未頭宣言暴
被細書皇
打 伺 吉f予
準守甫直
之談付
面白石江
『井方洲
向河、守
守守今護
護守一代
佐目方官
々取委井
木之汀河
五(、儀入

郎~ {書道
~門出、

福5 35郡
門三 倍奉

草 雪量
之旬、生

廿
六
日

〔
一
二
月
七
》

コ日
処、

司
自
由

則
於
当
座
以
蒲

了、

麻
生
圧
事
、
近
江
七
郎
左
衛
門
半
済
乍
収
納
之
、
又
懸
来
納
之
問
、

七



子
今
不
打
渡
、
不
法
之
条
、
難
堪
之
由
、
於
井
河
入
道
許
申
之
処
、
明

日
内
談
ニ
可
披
露
之
、

十
一
日
麻
生
事
、
重
劃
刊
@
井

捌
④
、
白
井
河
許
取
之
、

十
四
日

自
麻
生
圧
宮
仕
乗
心
上
洛
、
昨
日
十
三
日
白
布
謝

⑤
之
問
、

請
取
了
、

十
五
日

目
安麻

需主
井
河 半

金需
了人
、近牛

書江品
下七
可郎
申 左
沙衛
汰 門
云称
々有
、未

市進
今鑓
日貴
文無
宮 謂

襲奈
次

郎
上
洛
、
半
済
未
進
無
之
処
、
議
責
無
謂
、
全
不
相
紛
之
由
、
百
姓
牛

十
六
日

玉
裏
ニ
起
請
文
書
之
進
之
問
、
副
状
又
違
井
河
入
道
許
了
、

麻
生
事
、
明
謝
劃
引
⑥
取
之
、
又
淵
出
対
刺
細
伺
由
取
之
、

自
麻
生
百
姓
二
人
時
間
允
上
洛
、
半
済
方
近
江
七
良
左
衛
門
謎
責
過

法
之
問
、
五
ヶ
村
内
一
村
百
姓
己
逃
散
了
、
念
可
被
申
公
方
之
由
申

問
、
今
朝
劃
判
謝
申
⑦
以
四
郎
下
了
、
百
姓
既
同
道
、
酒
賜
了
、

廿

日

麻
生
事
、
向
守
護
山
内
五
郎
右
衛
門
許
申
談
之
処
、
近
江
七
郎
左
衛

門
許
へ
、
可
止
緒
之
由
同
劃
⑧
出
之
、
其
外
劃
判
@
取
之
、

文
和
元
年
、
室
町
幕
府
は
社
殿
の
造
営
料
所
と
し
て
麻
生
荘
を
祇
園
社
に
宛
行
っ

一
一
月
二
六
日
、
幕
府
の
「
御
教
書
」
と
「
施
行
」
を
受
け
、
守
護
方
の

「
施
行
」
由
が
祇
園
社
に
発
給
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
地
で
の
打
渡
は
な
さ
れ
ず
、

た。

新谷和之

一
二
月
七
目
、
祇
園
社
は
再
び
山
内
定
詮
に
訴
え
た
。
す
る
と
、
蒲
生
彦
六
郎
を

も
っ
て
打
渡
の
厳
命
を
命
じ
る
書
下
②
が
発
給
さ
れ
た
。

さ
ら
に
一
一
一
月
九
日
に
は
、
麻
生
荘
年
貢
の
半
分
を
収
納
す
る
立
場
に
あ
っ
た

J¥ 

近
江
七
郎
左
衛
門
が
、
自
ら
の
取
り
分
を
超
え
て
年
貢
を
賦
課
し
た
こ
と
を
不
法

で
あ
る
と
し
て
、
祇
園
社
は
井
河
入
道
に
訴
え
た
。
一
一
目
、
蒲
生
氏
が
発
給
し

た
と
思
わ
れ
る
書
下
③
と
、
儀
俄
中
務
に
宛
て
た
山
内
定
詮
の
状
@
を
祇
園
社
は

受
け
取
っ
て
い
る
。
②

i
④
は
現
地
で
効
果
を
発
揮
し
た
よ
う
で
、
一
一
一
一
日
に
は

打
渡
⑤
が
な
さ
れ
る
。
祇
園
社
は
一
六
日
に
も
山
内
定
詮
の
書
下
@
と
蒲
生
六
郎

の
「
施
行
」

p
t受
け
取
り
、
現
地
に
送
っ
た
。
二
一
一
一
日
に
は
山
内
定
詮
と
交
渉

し
、
近
江
七
郎
左
衛
門
の
不
当
な
年
貢
徴
収
を
禁
じ
る
山
内
の
「
内
書
」
@
と
書

下
@
(
蒲
生
氏
に
よ
る
も
の
か
)
を
受
け
取
っ
た
。

「

守》
措」

t士の

会雇
告の
キゃ

れ P
2 5 
EZ 
釜Ê~空

毒長
生護
氏方
でと
あし
るて
o -g-

蒲書
生 を
氏発
は給
、し

祇 た
園の
社 は
か、

ら
の
訴
え
を
受
け
て
書
下
や
守
護
の
書
下
に
対
す
る
「
施
行
」
を
発
給
し
た
。
蒲

43 

生
氏
は
守
護
と
と
も
に
在
京
し
、
守
護
の
政
務
を
支
え
た
。
蒲
生
氏
は
「
守
護
代
」

と
も
「
郡
奉
行
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
郡
奉
行
」
は
、
蒲
生
彦
六
郎
・
儀
俄
中
務
の
二
名
が
史
料
上
確
認
で
き
る
。

「
郡
奉
行
」
の
蒲
生
彦
六
郎
と
一
一
一
月
一
六
日
条
の
蒲
生
六
郎
、
そ
の
他
蒲
生
と

の
み
記
さ
れ
る
人
物
が
別
人
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
し
き
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
も

守
護
と
と
も
に
在
京
し
、
政
務
に
あ
た
っ
て
お
り
、
同
一
人
物
と
考
え
て
お
き
た

渡
が
なー
さ方
れの
な儀
い俄
な氏
かは、、

山在
内固
定し
詮て
は現
儀地
時で

ど戸 実
務務
宛に
にあ
文た
圭経 つ

もて
をい
発る
給。

し現
、地

菌5

ぃ。社
に
渡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
儀
俄
氏
が
打
渡
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
同
じ
「
郡
奉
行
L

と
い
い
な
が
ら
、
両
者
は
活
動
形
態
が
大
き
く
異

な
る
。
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「
山
ザ
護
代
官
L

と
認
識
さ
れ
る
井
河
入
道
は
、
六
角
氏
権
力
の
窓
口
と
し
て
祇

園
社
に
応
対
し
て
い
る
。
井
河
は
、
祇
園
社
か
ら
の
申
し
出
を
守
護
や
守
護
代
、

「
内
談
」
に
披
露
し
て
い
る
。
先
の
蒲
生
氏
と
は
異
な
り
、
自
ら
文
書
は
発
給
し

:
、
。

T
I
L
 

本
事
例
か
ら
は
、
「
守
護
代
」
と
「
郡
奉
行
」
が
裁
然
と
わ
け
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
、
「
郡
奉
行
」
が
多
様
な
任
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
、
「
守
護
代
官
L

が
前
二
者
と
は
性
格
が
異
な
り
、
自
ら
文
書
を
発
給
し
な
い
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
確

認
で
き
る
。
他
の
史
料
も
用
い
て
、
こ
れ
ら
の
機
構
の
実
態
に
迫
っ
て
み
た
い
。

2 

支
配
機
構
の
実
態

ま
ず
、
「
守
護
代
」
と
い
う
表
現
が
史
料
上
ど
の
よ
う
な
局
面
で
使
用
さ
れ
て

い
た
か
、
確
認
す
る
。
応
安
四
年
(
一
三
七
一
)
六
月
一
一
三
目
、
六
角
高
詮
は
在

陣
中
の
伊
勢
で
、
東
寺
領
の
島
郷
(
三
村
荘
)
本
所
方
半
分
を
伊
佐
孫
太
郎
に
預

け
置
く
と
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
東
寺
は
伊
庭
入
道
を
通
じ
て
詫
言
し
、
沙
汰

の
取
り
消
し
を
求
め
た
。
周
年
七
月
二

O
目
、
高
詮
は
東
寺
方
の
主
張
を
認
め
る

書
下
を
目
賀
田
玄
仙
に
発
給
し
、
目
賀
田
は
こ
れ
を
遊
行
し
た
。
東
寺
方
の
引
付

で
目
賀
回
は
「
守
護
代
」
と
あ
り
、
東
寺
が
白
賀
田
を
守
護
代
と
認
識
し
て
い
た

ハ
M
V

こ
と
が
わ
か
る
。

先
の
史
料
一
で
も
、
「
守
護
代
」
の
蒲
生
氏
は
、
守
護
の
命
を
「
施
行
」
申
し

一
一
月
二
六
日
の
「
守
護
方
施
行
」
由
は
幕
府
の
命
を
受
け
た

て
い
た
。
ま
た
、

も
の
で
、
文
書
の
上
で
は
守
護
の
名
で
遵
行
が
な
さ
れ
た
と
恩
わ
れ
る
が
、
前
日

に
井
河
入
道
が
幕
府
の
御
教
書
と
施
行
の
旨
を
「
守
護
代
」
の
蒲
生
氏
に
申
し
付

け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
蒲
生
氏
が
守
護
の
遵
行
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

たし
こた
とが
はっ
確 て

寺子
あ護
るEの
。も

量i
~ ，~ 

じ σ
とm
いう
つ岩
用 示
室五

が尋
特 議
定 ft
の」

局と
面認、
で 識
用さ
いれ
らて

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
「
郡
奉
行
」
の
事
例
を
検
討
す
る
。
時
代
は
下
る
が
、
文
安
元
年
(
一

四
四
四
)
、
大
山
崎
神
人
ら
は
、
近
江
国
の
散
在
商
人
に
よ
る
新
儀
の
製
油
を
禁

止
し
て
ほ
し
い
と
幕
府
に
訴
え
た
。
同
六
月
一
二
日
、
六
角
持
綱
は
、
前
月
に
出

さ
れ
た
管
領
畠
山
持
国
の
奉
書
を
受
け
、
近
江
圏
内
で
の
大
山
崎
神
人
の
特
権
を

(
沼
周
V

保
護
す
る
旨
の
遵
行
状
を
「
郡
奉
行
中
」
に
発
給
し
た
。
こ
こ
で
「
郡
奉
行
中
L

は
、
文
書
の
上
で
は
六
角
氏
の
命
を
遵
行
す
べ
き
立
場
に
あ
る
。
近
江
全
域
に
わ

42 

た
る
問
題
ゆ
え
に
、
特
定
の
人
物
に
宛
て
ず
に
「
郡
奉
行
中
」
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
実
態
は
と
も
か
く
、
六
角
氏
の
命
を
遵
行
す
る
立
場
の
人
物
が
、
近
江
園
内

に
複
数
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

近
い遵
。行
しを
か行
しう

在宅
国は
し
:亡史
打料

をの
寧蒲

主喜
由~

E主
義富
I"J."< 71)， 

史王
室哲
も平
副メ

室L
E に

と
さ
れ
て
お
り
、
遵
行
す
る
か
ど
う
か
は
「
郡
奉
行
」
の
本
質
的
な
要
件
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
は
在
京
・
在
国
を
問
わ
ず
、
蒲
生
郡
で
起
き
た

問
題
に
対
処
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
先
の
「
郡
奉
行
中
」
も
、
そ
う
し
た

担
当
奉
行
が
圏
内
に
複
数
い
る
こ
と
を
示
す
表
現
と
し
て
理
解
で
き
る
。
「
郡
奉

行
」
は
、
特
定
の
担
当
領
域
に
お
け
る
諸
問
題
に
対
処
(
奉
行
)
す
る
存
在
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

九



そ
う
す
る
と
、
史
料
一
で
蒲
生
氏
が
つ
守
護
代
」
と
も
「
郡
奉
行
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。
蒲
生
氏
は
、
守
護
の
も
と
で
遵
行
を

担
う
点
で
は
「
守
護
代
」
で
あ
る
が
、
蒲
生
郡
の
問
題
に
対
処
す
る
点
で
は
つ
郡

奉
行
」
で
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
「
守
護
代
」
と
「
郡
奉
行
」
で
は
果
た
す

ベ
き
役
割
が
異
な
る
が
、
実
際
に
は
「
守
護
代
」
が
「
郡
奉
行
」
を
兼
ね
る
よ
う

な
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
「
守
護
代
し
か
ら
の
指
示
を
「
郡
奉
行
」
が
執
行
す
る
と
い

う
タ
テ
の
命
令
系
統
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

最
後
に
、
「
守
護
代
官
」
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
。

《ロ
V

〔
史
料
二
〕

近
江
国
守
護
代

高
事

所

目
早

舗
致
奉

之

語
使

明
徳
三
年
十
二
月
十
八
日

儀
俄
左
京
一
一
品
川
殿

明
徳
三
年
(
一
三
九
二
)
年
一
二
月
、
六
角
満
高
は
「
守
護
代
官
職
L

を
儀
俄
左

京
亮
に
預
け
置
い
た
。
守
護
代
官
が
「
職
し
と
し
て
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
興
味
深

ぃ。
史
料
一
で
「
守
護
代
官
」
井
河
入
道
は
、
守
護
権
力
の
窓
口
と
し
て
祇
園
社
の

申
し
出
を
受
け
、
六
角
氏
権
力
の
上
層
に
披
露
し
て
い
る
。
他
の
被
官
と
連
署
で

《

mv

奉
書
を
発
給
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
守
護
代
の
よ
う
に
単
独
で
書
下
や
遵
行
状

新谷和之

行を
人〔発
」旦給

とす
み る
えこ
ると
大は
河な
原町
氏 u

とこ
類う
似し
す た

る重
応尺
丑く
ー史
七寄↓
年よ

一「

三ご守

空需
o E 
、ゃ

東「
寺奉

は
、
半
済
と
称
し
て
三
村
荘
(
近
江
八
幡
市
)
の
年
貢
を
不
当
に
徴
収
し
よ
う
と

し
た
木
村
孫
三
郎
を
幕
府
に
訴
え
た
。
管
領
畠
山
満
家
は
「
守
護
代
官
」
の
大
河

。

当 原
な行
年重
貢 を
徴呼
収ん
をで
禁守
じ護
る書
奉下
書の

示 発
遊給
阿を
と命
大ド-~~ 

尿さ
の」

連そ

号同
発一

号月
れ ー
たA 五
“ もv 日

一「

守不

護
代
官
」

や

「

奉
行
人
Lー

な

ど
と
呼
ば
れ
る
被
官
カ三
幕
府
や
権
門
の
窓
口
と
な
り

必
要
に
応
じ
て
奉
書
を
発
給
し
、
六
角
氏
の
権
力
執
行
を
実
務
的
に
支
え
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
活
動
は
一
般
に
、
当
主
に
近
侍
す
る
側
近
的
な
立
場
に
由

来
し
、
制
度
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
史
料
二
で
「
守
護
代
官
職
」

に
任
じ
ら
れ
た
儀
俄
氏
は
、
蒲
生
郡
の
有
力
な
国
人
で
あ
り
、
「
郡
奉
行
し
と
し

て
守
護
の
権
力
執
行
の
一
端
を
在
地
で
担
っ
た

(
史
料
二
。
在
京
す
る
守
護
の

も
と
で
実
務
に
あ
た
る
「
守
護
代
官
」
と
は
、
性
格
や
役
割
が
大
き
く
異
な
る
。

永
和
一
元
年
(
一
三
七
五
)
七
月
二
九
日
、
六
角
高
経
は
儀
俄
氏
秀
に
、
「
内
談

衆
」
と
し
て
参
仕
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
「
内
談
L

は
史
料
一
か
ら
、
京
都
の
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六
角
邸
に
て
、
分
国
の
諸
問
題
へ
の
対
処
に
つ
い
て
話
し
合
う
、
守
護
権
力
内
の

合
議
の
場
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
内
談
に
加
わ
る
に
は
、
在
京
す
る
必
要
が

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

性
が内
み談
ら衆
れと
る先
。の

よ守
つ譲
て代
内官

憲で
は

の寄
H は
守異
護な
代る

事が、
」在

は京
、と

具い
体う
的点
にで
はは
在共
京通

で
の
職
務
を
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
儀
俄
氏
の
よ
う
に
普
段
近

江
に
い
る
人
物
に
京
都
で
の
職
務
を
担
わ
せ
る
際
に
は
、
内
談
へ
の
参
加
を
要
請

し
た
り
、
「
守
護
代
官
職
」
を
付
与
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
郡
奉
行
」

の
儀
俄
氏
が
「
守
護
代
官
職
」
を
も
っ
と
し
て
も
、
「
郡
奉
行
」
と
「
守
護
代
官
」

は
守
護
の
職
制
と
し
て
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
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以
上
、
「
守
護
代
」
「
郡
奉
行
」
「
守
護
代
官
」
(
奉
行
人
)
に
は
そ
れ
ぞ
れ
分
国

支
配
に
お
い
て
固
有
の
役
割
が
あ
り
、
下
坂
の
よ
う
に
す
べ
て
を
「
守
護
代
L

の

範
鴎
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
実
態
と
し
て
は
一
人
の
人
物
が
複

数
の
職
を
兼
ね
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
細
溝
の
よ
う
に
こ
れ
ら
を
完
全
に
別
の
も
の

と
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
職
制
上
の
区
分
は
あ
り
な
が
ら
、
実
際
の
権
力
執
行

に
お
い
て
は
そ
れ
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
在
京
す
る
守
護
が
主
導
で
進
め
た
機
構
編
成
の
一
つ
の
帰
結
と
捉
え

ら
れ
る
。
当
該
期
の
守
護
は
、
幕
府
の
意
向
を
踏
ま
え
て
分
国
に
命
令
を
執
行
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
在
京
し
て
権
力
の
意
思
決
定
に
関
与

す
る
有
力
被
官
層
と
、
分
国
に
お
い
て
現
地
執
行
に
あ
た
る
被
官
や
国
人
ら
と
の

連
携
が
重
要
と
な
る
。
「
守
護
代
」
以
下
の
職
制
は
、
六
角
氏
が
彼
ら
を
分
国
支

配
に
組
み
込
む
た
め
の
重
要
な
装
置
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
職
に
応
じ
た
出
仕
を

六
角
氏
が
求
め
た
こ
と
は
、
「
守
護
代
官
職
」
が
在
京
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
う
か
が
え
る
。
実
態
は
と
も
か
く
、
守
護
の
職
制
は
担
い
手
の
行
動
原
理

を
規
定
す
る
論
理
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
六
角
氏
は
決
し
て
一
方
的
に
職
制
を
付
与
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
守
護
代
L

と
し
て
遵
行
に
あ
た
る
の
は
特
定
の
人
物
に
限
ら
れ
る
純
、
そ
れ
は
遵

行
が
守
護
の
分
国
支
配
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
そ
の
遂
行
に
は
相
応
の

家
格
や
力
量
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
被
官
の
社
会
的
地
位

や
そ
の
時
々
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
分
国
支
配
の
枠
組
が
形
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
期
六
角
氏
の
分
国
支
配
は
、
在
京
し
な
が
ら
近
江
を
押
さ

ぇ
ょ
っ
と
す
る
ノ、

皇
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
被
官
と

近
江

基
盤
を
も
っ
諸
勢

カ
と
の
均
衡
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
の
体
制
は
、

一
五
世
紀
半
ば
の
近
江

方
被
官
の
一
撲
に
よ
り
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
状
況
を
次
章
で
詳

し
く
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

伊
庭
氏
「
台
頭
」

の
背
景

1 

一
五
世
紀
半
ば
ま
で
の
伊
庭
氏
の
活
動

南
北
朝
内
乱
の
な
か
、
伊
庭
氏
は
六
角
氏
の
軍
事
行
動
の
中
核
を
担
っ
た
。
観

一
二
月
、
足
利
尊
氏
に
属
し
た
「
守
護
代
伊
庭
六
郎
左
衛

内

nv

門
尉
」
ら
が
小
佐
治
氏
ら
に
攻
め
ら
れ
没
落
し
た
。
こ
う
し
た
性
格
は
、

応
元
年
(
一
三
五

O
)

五
世

紀
末
ま
で
継
続
し
て
確
認
で
き
る
。
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こ
こ
で
伊
庭
氏
は
「
守
護
代
」
と
あ
る
が
、
文
書
発
給
の
面
で
は
、
前
章
で
み

た
「
守
護
代
」
と
は
大
き
く
異
な
る
。
伊
庭
氏
は
、
後
述
す
る
文
安
の
内
紛
以
前
、

連
名
で
奉
書
を
発
給
す
る
【
1

・2
】
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
遵
行
は
ほ
と
ん
ど
担
つ

て
い
な
い
。

一
五
世
紀
半
ば
ま
で
の
伊
庭
氏
の
活
動
は
、
東
寺
領
三
村
荘
(
近
江
八
幡
市
)

《
削
幽
〕

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
る
。
文
和
三
年
(
一
三
五
四
)
一
一
月
の
史

(

伊

庭

》

富

V

料
に
は
、
「
弓
場
八
郎
」
が
同
荘
の
名
主
の
一
人
と
し
て
現
れ
る
。
ま
た
、
応
安

石四
を 年
受(
けー
取三
つ七
て ー

た 以
v 向

車伊
は肱

空民
l躍は
氏東
に寺

雇t
慢雇

Z緊
ヰ L

ろと
宮し

さ手
主間
q 。

荘
園
を
め
く
る
問
題
解
決
へ
の
協
力
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
同
年
六
月
、

島
郷
(
三
村
荘
)
が
半
済
と
し
て
伊
佐
孫
太
郎
に
給
付
さ
れ
た
際
に
は
、
代
官
の



新谷和之

林
太
郎
左
衛
門
尉
は
伊
庭
と
交
渉
し
、
半
済
停
止
の
文
書
を
獲
得
し
て
い
砧
。

だ
が
、
「
警
固
米
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
伊
庭
氏
は
常
に
東
寺

の
要
望
に
応
じ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
応
永
一
八
年
(
一
四
一
一
)

。
尺

代
官
の
宇
野
教
林
は
、
三
村
荘
百
姓
か
ら
年
貢
を
責
め
取
ろ
う
と
す
る
守
護
方
の

使
を
入
れ
な
い
よ
う
に
度
々
伊
庭
民
に
訴
え
た
が
、
明
確
な
返
答
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
伊
庭
は
守
護
方
奉
行
の
大
河
原
氏
と
結
託
し
て
、
こ
の
違
乱
を
黙
認
し
た
と

宇
野
は
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
承
知
の
上
で
、
宇
野
は
な
お
在
京
中
の
伊

庭
氏
に
う
か
が
い
を
た
て
て
、
守
護
の
書
下
を
得
て
事
態
を
収
拾
さ
せ
る
べ
き
だ

と
東
寺
に
訴
え
て
い
砧
。
伊
庭
氏
が
守
護
の
意
向
を
左
右
し
う
る
立
場
に
あ
り
、

そ
の
支
持
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

当
該
期
の
伊
庭
氏
の
活
動
は
、
連
名
で
の
奉
書
発
給
や
、
諸
権
門
と
の
折
衝
な

ど
が
中
心
で
、
前
章
で
み
た
「
守
護
代
官
」
に
近
い
。
六
角
氏
の
有
力
被
官
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
守
護
l
守
護
代
の
命
令
執
行
に
は
直
接
関
わ
っ
て
お

ら
ず
、
他
の
「
守
護
代
」
と
同
等
に
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
伊
庭
氏
の
地
位

や
行
動
は
、
六
角
氏
当
主
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
下
支
え
さ
れ
る
面
が
強
く
、
守

護
権
力
内
で
制
度
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2 

文
安
の
内
紛
と
伊
庭
氏
の
「
台
頭
」

伊
庭
氏
の
権
力
内
で
の
位
置
づ
け
が
、
文
安
の
家
督
内
紛
を
機
に
大
き
く
変
わ

る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
下
坂
の
論
稿
に
よ
り
な
が
ら
、
内
紛
に
至
る

経
緯
を
確
認
し
て
み
た
い
。

文
安
元
年
(
一
四
四
四
)
、
六
角
氏
被
官
が
一
挨
を
組
ん
で
六
角
持
綱
に
反
抗

し
た
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
「
四
郎
行
儀
心
操
無
道
之
由
、
致
訴
訟
之
問
、
四
郎

《却】

潜
走
出
」
と
い
う
。
被
官
ら
は
持
綱
の
弟
時
綱
を
推
戴
し
、
翌
年
一
月
に
は
、
満

綱
・
持
綱
父
子
と
時
織
の
軍
勢
が
近
江
で
合
戦
し
、
時
綱
方
が
勝
利
を
お
さ
め
た
。

と
こ
ろ
が
、
同
年
四
月
に
は
、
相
国
寺
の
僧
と
な
っ
て
い
た
久
頼
(
時
綱
の
弟
)

が
、
管
領
細
川
勝
元
の
支
援
を
得
て
還
俗
し
、
六
角
氏
の
家
督
を
継
ぐ
。
翌
年
八

月
、
久
頼
は
京
極
持
清
と
と
も
に
時
綱
勢
を
追
討
す
る
た
め
江
州
に
向
か
い
、
翌

月
に
は
時
綱
ら
を
自
害
に
追
い
込
ん
だ
。

在
京
守
護
に
対
す
る
「
江
州
被
官
人
」
の
不
満
と
、
近
江
の
守
護
支
配
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
幕
府
の
思
惑
が
交
錯
し
、
わ
ず
か
三
年
間
で
当
主
が
二
度
も
交
替

し
た
の
で
あ
る
。
相
次
ぐ
家
督
交
替
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
都
部
間
の
矛
盾
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
時
伊
庭
氏
は
、
持
網
・
久
頼
方
と
行
動
を
共
に
し
、
被
官
人
一
撲
に
は
与

し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
安
元
年
九
月
の
史
料
に
「
今
度
伊
庭
方
没
落
、
品
別

三
村
庄
警
固
米
事
、
向
後
可
有
寺
納
之
由
可
被
加
時
)
云
々
斗
と
あ
り
、
伊
庭

氏
が
被
官
人
の
反
発
を
受
け
て
没
落
し
た
持
綱
側
に
つ
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

内
紛
が
収
束
す
る
と
、
伊
庭
氏
は
六
角
氏
の
も
と
で
遵
行
を
一
手
に
担
う
よ
う

に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
あ
り
方
に
は
前
代
と
異
な
る
面
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ハ路》

〔史料二一〕

A 
無南
其禅
煩寺
之仏
様殿

裏書
成料
敗材
之示

展審
堤最

騨
初回

;i;i11 
在在件全
判判 'ι、

近
江

里
諸
関
渡

文
安
四十

一
月
十
九
日
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C B 
南 煩南

宝禅 事可禅佐
徳寺 六主有寺々
三 仏 月勘仏木
年殿 廿過殿近宍
六材 糊一候材江翌
月木奥玉目也木守哲

土製聖書 」叢殿
昔正寵 嶺型

… 達運
無 如送
其 件之
煩 号
可 満富 、

被 澄阜

草花
候押
堤)

仰
執
達
主日

使

百
圏
、
無
其

為
信
(
花
押
)

口
口
(
花
押
)

在
州諸

関
奉
行
御
中

側南
者司禅
笥寺
之|仏

」ゴ殿
者i材

無互
其事
煩、

市至
育文

議官 E
守3貴重:
花位点
理詰前
使量

判
之
旨

需

宝
徳
三
年
六
月
廿
七
日

諸
関
奉
行
御
中

文
安
四
年
一
一
月
、
幕
府
は
六
角
久
頼
に
対
し
、
南
禅
寺
仏
殿
造
営
の
た
め
の

材
木
を
煩
い
な
く
通
過
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た

〔A
〕
。
伊
庭
氏
は
こ
の
旨
を
奥
島

関
所
に
伝
え
た
〔
B
〕
。
こ
こ
で
伊
庭
氏
が
根
拠
と
す
る
「
去
二
月
七
日
御
奉
書
」

が、

A
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
宝
徳
三
年
(
一
四
五
一
)
六
月
に
出
さ

れ
た
C
は
、
六
角
氏
被
官
が
当
主
の
意
を
受
け
て
発
給
し
た
奉
行
人
奉
書
で
あ
り
、

伊
庭
氏
は
こ
れ
を
受
け
て
諸
関
奉
行
宛
に
文
書
を
発
給
し
た

〔D
〕
。
よ
っ
て
、

B
の
「
御
奉
書
」
も
六
角
氏
奉
行
人
奉
書
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
こ
か
ら
、
幕
府
|
六
角
氏
奉
行
人
|
伊
庭
氏
と
い
う
遵
行
ル
l
ト
が
想
定
で

き
る
。
内
紛
を
経
て
当
主
の
地
位
が
不
安
定
に
な
っ
た
た
め
、
奉
行
人
奉
書
が
当

主
の
発
給
文
書
の
代
わ
り
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て

い
話
。
ま
た
、
伊
庭
氏
が
「
守
護
日
に
代
わ
り
遵
行
を
担
っ
た
こ
と
は
、
内
紛

の
経
緯
か
ら
理
解
で
き
る
。
六
角
氏
は
、
圏
内
の
被
官
層
と
矛
盾
を
抱
え
た
な
か

で
、
伊
庭
氏
を
核
に
し
て
支
配
体
系
を
再
編
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

伊
庭
氏
の
命
令
執
行
は
、
在
地
勢
力
の
組
織
化
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
享
徳
一
一
年
(
一
四
五
三
)
七
月
、
六
角
氏
は
奉
行
人
奉
書
を
も
っ
て
河

合
新
左
衛
門
尉
を
三
村
荘
代
官
職
に
補
任
し
、
代
官
職
の
引
き
渡
し
を
拒
む
前
代

ハ

uv

官
を
糾
弾
し
た
。
同
年
八
月
、
伊
庭
氏
は
こ
の
旨
を
久
松
新
左
衛
門
尉
と
九
里
次

郎
左
衛
門
尉
に
伝
え
た
【

m
-
M】。

伊
庭
氏
の
命
を
受
け
た
両
名
は
、
こ
れ
以
前
に
伊
庭
氏
の
被
官
や
代
官
と
し
て
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三
村
荘
に
介
入
し
て
い
る
。
同
荘
代
官
と
な
っ
た
宇
野
教
意
は
、
永
享
六
年
(
一

の
名
主

百一
姓一

之月
脅前
L 代
て官
いの
る晶

主歳

匡孝
氏霊童
の芳
一「 τT

fE甫
巴と

z自
zz 
哲善
訴'~

2童話

四
三
四
)

lこし
判か
明し
す

るS逗
伊盟
庭眠

52 
=殿
肩代
荘1}
'̂三E
の n
~ '---

^ tJ} 
2震
かを
で )z

磨空
襲ご
し る
てこ
いと
tこ由主
人後

間
関
係
を
、
六
角
氏
の
権
力
執
行
の
末
端
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

六
角
氏
の
分
国
支
配
の
中
核
を
担
う
伊
庭
氏
は
、
対
外
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い

く
。
寛
正
六
年
(
一
四
六
五
)

二
月
、
伊
勢
貞
宗
は
伊
庭
氏
に
対
し
、
同
名
修

理
亮
の
知
行
分
へ
の
下
司
の
押
妨
を
幕
府
辛
党
付
人
奉
書
の
旨
に
任
せ
て
成
敗
す
る

よ
う
指
示
し
た
。
今
岡
典
和
は
こ
れ
を
、
通
常
の
遵
行
と
は
異
な
る
伝
達
経
路
と

〔総》

評
価
し
、
後
に
み
る
両
者
の
対
立
の
端
緒
と
み
た
。

一
方
、
村
井
祐
樹
は
、
当
時



の
当
主
高
頼
が
幼
少
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
伊
庭
氏
が
代
行
し
た
に
す
ぎ
な
い
と

す
話
。
今
岡
の
よ
う
に
「
伊
庭
氏
の
乱
」
の
前
兆
と
み
る
の
は
難
し
い
が
、
幕
府

が
伊
庭
氏
に
直
接
命
令
を
下
す
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
文
正
元
年
(
一
四
六
六
)
七
月
、
伊
庭
六
郎
(
貞
隆
)
は
坂
田
郡
内
の

《
銅
剣
V

諸
荘
園
か
ら
の
年
貢
の
注
進
を
京
極
氏
の
奉
行
人
奉
書
に
て
命
じ
ら
れ
た
。
本
文

書
は

先
f丁
す
る
幕
府
奉
行
人

書
を
受
け
て
発
給
さ
れ
fこ

と
が
文
盲
か
り

わ

か
る
。
背
景
は
不
明
だ
が
、
近
江
の
在
地
支
配
に
広
く
関
与
す
る
伊
庭
氏
の
実
効

力
に
京
極
氏
が
期
待
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
伊
庭
氏
が
六
角
氏
の
分
国
支
配
の
中
核
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を

み
て
き
た
。
伊
庭
氏
は
も
と
も
と
、
六
角
氏
当
主
の
側
に
控
え
、
守
護
代
の
遵
行

を
実
務
的
に
支
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
安
の
内
紛
に
よ
っ
て
旧
来
の

遵
行
体
系
が
立
ち
行
か
な
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
守
護
代
が
担
っ
て
き
た
道
行
を
伊

庭
氏
が
担
う
必
要
が
生
じ
た
。
守
護
の
遵
行
を
担
う
な
か
で
、
伊
庭
氏
は
国
内
外

に
様
々
な
パ
イ
プ
を
構
築
し
て
い
く
。
「
守
護
代
」
の
属
性
を
ま
と
う
こ
と
で
、

伊
庭
氏
の
力
量
や
権
力
内
で
の
地
位
が
結
果
と
し
て
高
ま
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
こ
の
伊
庭
氏
の
立
場
は
、

一
五
世
紀
後
半
の
戦
乱
の
な
か
で
確
立
し
て
い
く
。

分
国
支
配
に
お
け
る
伊
庭
氏
の
位
置

新谷和之

応
仁
・
文
明
の
乱
で
、
六
角
氏
は
京
都
の
屋
敷
を
放
棄
し
、
南
近
江
を
基
盤
に

幕
府
勢
や
京
極
勢
な
ど
東
軍
と
の
対
戦
を
繰
り
広
げ
る
。
そ
の
後
、
将
軍
足
利
義

尚
・
義
材
は
、
寺
社
本
所
領
の
回
復
を
名
目
に
三
度
に
わ
た
っ
て
六
角
氏
の
征
討

四

を
試
み
る
。

一
五
世
紀
後
半
を
通
じ
て
、
六
角
氏
は
幕
府
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た

が
、
伊
庭
氏
は
終
始
六
角
方
の
軍
事
行
動
に
付
き
従
つ
国
。
幕
府

l
六
角
氏
奉
行

人

l
伊
庭
氏
の
遵
行
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
を
経
て
み
ら
れ
な
く
な
る
。

相
次
ぐ
戦
乱
の
な
か
で
、
伊
庭
氏
は
書
留
文
言
が
「
侃
状
如
件
」
と
な
る
書
下

を
多
く
発
給
す
る
よ
う
に
な
る
【
表
】
。

一
方
、
そ
れ
ま
で
遵
行
状
の
代
わ
り
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
奉
行
人
奉
書
も
、
直
接
受
給
者
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
い
ず
れ
も
知
行
宛
行
・
諸
役
免
除
・
相
論
裁
定
な
ど
重
要
な
案
件
に

お
い
て
発
給
さ
れ
て
い
る
た
め
、
両
者
の
関
係
性
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
ま
で
議
論
が

な
さ
れ
て
き
た
。
以
下
、
文
書
の
内
容
ご
と
に
論
点
を
整
理
し
た
上
で
、
具
体
的

な
事
例
も
交
え
な
が
ら
検
証
し
て
み
た
い
。

ま
ず
知
行
宛
行
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
六
角
氏
権
力
の
「
御
給
恩
L

を
示
す
も
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の
で
、
伊
庭
氏
が
独
自
に
宛
行
を
行
っ
た
事
例
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
主

《位》

従
制
は
六
角
氏
が
掌
握
し
て
い
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
概
ね
妥
当
な
理
解
で
あ

る
が
、
な
ぜ
伊
庭
氏
が
六
角
氏
の
給
恩
宛
行
に
関
与
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

九
日
制

V

〔
史
料
四
〕

A
甲
賀
郡
土
山
課
役
事
、
為
給
分
被
仰
付
上
者
、
可
被
致
知
行
由
候
也
、
的

執
達
如
件
、

応
仁
参
年
卯
月
廿
八
日

久
政
(
花
押
〉

尊
頼
(
花
押
)

黒
川
与
四
郎
殿

B
甲
賀
郡
士
山
謀
役
事
、
為
給
分
被
仰
付
黒
川
与
四
郎
方
上
者
、
任
御
奉
書
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之

五目
月可
四 被
日渡

付
与
四

義
也

貞面侃
隆車状
( 如

花件
押

山
中
筑
前
守
殿

甲
賀
郡
土
山
で
課
役
を
徴
収
す
る
権
限
を
、
六
角
氏
が
奉
行
人
奉
書
を
も
っ
て

黒
川
与
四
郎
に
宛
行
っ
た
〔

A
〕。

こ
れ
を
受
け
て
伊
庭
貞
隆
は
、
「
土
山
謀
役
L

を
黒
川
与
四
郎
に
渡
し
付
け
る
よ
う
書
下
に
て
命
じ
た

〔

B
〕
。
山
中
筑
前
守
宛

の
正
文
が
受
益
者
で
あ
る
黒
川
氏
の
も
と
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
黒
川
氏

は
山
中
氏
に
本
文
書
を
み
せ
、
自
身
の
知
行
を
主
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

奉
行
人
奉
書
で
宛
行
が
な
さ
れ
て
も
、
宛
行
の
対
象
地
を
め
ぐ
っ
て
現
地
で
様
々

な
利
害
関
係
が
働
く
以
上
、
文
言
通
り
実
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
伊
庭
氏
が
利
害
関
係
者
に
対
し
、
正
当
な
知
行
者
へ
の
「
渡
付
」
を
命
じ
る

こ
と
で
、
六
角
氏
の
命
令
が
補
強
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
伊
庭
氏
の
書
下
が
、
現
地

で
の
利
害
調
整
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
諸
役
免
除
に
つ
い
て
、
下
坂
守
は
、
文
亀
三
年
(
一
五

O
三
)

の
「
第
一

基事
は庭
六氏
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奉」
行以
λ 前
奉は
書空
と隠
セ民
ッの
ト董
で r
晶の
硲み

通宝

2震
とzr.

Z喜E
A さ

品企
豊よ

RS 

な明
り応
、四

奉年
f丁(
人一
奉四
書九
で五
諸)

役に
免六

票震
なが
さ将
れ軍
るか
よら
う赦
に免
なを
つ受
たけ
とた
指こ
摘と
すが

予議
文と

書
発
給
上
の
変
化
を
重
視
す
る
下
坂
・
今
岡
に
対
し
、
宮
島
敬
一
は
、
諸
役
免
除

が
一
貫
し
て
六
角
氏
の
指
示
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
と
す
話
。

宮
島
は
、
伊
庭
氏
書
下
の
「
段
銭
井
寺
家
諸
公
事
等
免
除
之
上
者
」
【
幻
】
の

よ
う
な
文
言
は
、
六
角
氏
の
指
示
が
前
提
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
文
書

中
に
上
意
を
示
す
文
言
が
な
く
、
奉
書
と
セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
諸

役
免
許
を
認
定
し
た
の
は
六
角
氏
で
あ
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
諸
役
免

除
の
由
緒
が
以
前
か
ら
あ
る
こ
と
を
示
す
一
般
的
な
文
言
で
あ
り
、
六
角
氏
の
指

示
に
よ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
【
幻
】
の
文
書
を
得
た
竹
生
島
は
、
六
角
氏
だ

け
で
な
く
様
々
な
権
力
か
ら
同
種
の
文
書
を
獲
得
し
て
い
る
。
受
給
者
の
求
め
に

応
じ
て
こ
う
し
た
文
書
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
諸
役
免
除
を

認
定
す
る
の
は
一
義
的
に
は
文
書
発
給
者
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

諸
役
免
除
の
奉
行
人
奉
書
が
出
さ
れ
始
め
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
今
岡
の
指
摘

が
正
し
い
。
六
角
氏
権
力
が
政
治
的
に
安
定
す
る
な
か
で
、
奉
行
人
奉
書
の
役
割

も
重
要
性
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
今
岡
も
述
べ
る
よ
う
に
、
伊
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庭
氏
の
要
請
を
受
け
て
奉
行
人
奉
書
が
発
給
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
六
角
氏
の
主

体
性
は
高
く
は
な
か
っ
た
。
伊
庭
氏
の
書
下
が
必
要
と
さ
れ
続
け
た
こ
と
こ
そ
が

重
要
で
あ
る
う
。

で
は
、
伊
庭
氏
は
な
ぜ
諸
役
免
除
の
書
下
を
発
給
し
続
け
た
の
か
。
六
角
氏
の

分
国
支
配
の
中
核
を
担
う
人
物
と
し
て
、
在
地
の
問
題
に
実
効
的
に
介
入
し
う
る

が
ゆ
え
に
、
そ
の
文
書
の
効
果
が
分
国
内
で
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
う
。

ま
た
、
伊
庭
氏
自
身
が
、
諸
役
免
除
の
対
象
と
直
接
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と

も
確
認
で
き
る
。

ハ
Q
》

〔
史
料
五
〕

〔
伊
庭
貞
隆
)

当
郷
羽
州
江
契
銭
事
、
被
歎
申
之
問
、
於
山
上
領
土
進
分
儀
以
後
者
不
可

被
申
懸
、
可
被
成
其
御
心
得
由
候
、
恐
々
謹
言
、

五



ハ
明
応
二
年
)

十
月
十
四
日

J
F
〔
花
押
)

小
椋
三
郷

名
主
御
百
姓
中

永
源
寺
(
東
近
江
市
)
領
の
小
椋
三
郷
に
、
伊
庭
貞
隆
は
「
契
銭
し
を
賦
課
し
て

い
た
。
だ
が
、
郷
民
ら
が
詫
言
し
た
た
め
、
山
上
領
土
進
分
に
つ
い
て
は
今
後
賦

課
し
な
い
こ
と
に
し
た
と
伊
庭
氏
被
官
の
並
木
氏
が
名
主
百
姓
中
に
伝
え
た
。

「
契
銭
」
は
語
義
か
ら
す
る
と
、
前
章
で
み
た
三
村
荘
の
「
警
固
米
」
に
近
い

も
の
と
み
り

れ
る

永
源
寺
1うま
伊
庭
氏
均五

り

諸

完
除
の
文
書
を
度
々
受
け
取

て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
【
表
】
、
「
契
銭
」
を
恒
常
的
に
支
払
う
こ
と
が
、

伊
庭
氏
や
六
角
氏
権
力
に
保
護
を
求
め
る
際
に
有
利
に
働
い
た
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
伊
庭
氏
の
書
下
が
求
め
ら
れ
る
背
景
に
は
、
単
に
伊
庭
氏
が
六
角
氏
権

力
の
支
配
の
実
質
的
な
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
在
地
と

の
日
常
的
な
つ
な
が
り
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
相
論
の
裁
定
に
つ
い
て
、
宮
島
敬
一
は
、
伊
庭
氏
は
明
応
年
聞
に
は
独

自
に
書
下
を
発
給
し
て
在
地
の
相
論
を
裁
定
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
根
拠
に
な
っ

て
い
る
の
が
、

兵
_"  ~ 

22 
村。お次
よ - の
L" 史
の 料
事で
、あ

る

新谷和之

候し っ ふ
はや葺事
んけじ、

うよこ
へ りん
ハいっ/

し(、 て己、

や空安申た
け己主立さ う
ょっG れ た

村候んさ(
立とへのお聖
誕しと事いき
壷て、なな

甚 、て量民吾
りわ宮 所

開?面殿量苧ニ
ノJ つ4 よ υ手し(
座な巴り九ゃ量
ニい申いv けさ

守のさあと
さ(儀れるし
の旦ハ候:とて
へ氷へ吉 い ?
八代共 t らま
月 ち 、εんじ

廿き高"'~ ~ニ
ニやきて巴どおA

日うすっよさ

あ
る
へ
き
也
、

六

つ
へ
也

明
応
三
年
、
安
治
村
(
野
洲
市
)

の
穫
に
兵
主
神
社
の
社
家
が
違
乱
(
無
断
で
の

刈
取
か
)
を
働
い
た
。
伊
庭
貞
隆
は
社
家
を
笹
め
た
上
で
、
な
お
言
い
分
が
あ
れ

ば
出
頭
す
る
よ
う
社
家
に
通
達
し
た
。
し
か
し
、
社
家
は
出
頭
し
な
か
っ
た
の
で
、

霞
は
安
治
村
が
永
代
に
知
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
伊
庭
氏
の
裁
許
に
よ
り
、
在

地
の
霞
を
め
ぞ
る
相
論
が
ひ
と
ま
ず
決
着
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、
こ
の
裁
許
を
伊
庭
氏
が
独
自
に
出
し
た
か
ど
う
か
は
、
上
記
の
文
言

か
ら
は
確
定
で
き
な
い
。
相
論
裁
許
に
関
す
る
伊
庭
氏
の
書
下
に
は
、
六
角
氏
の

「
御
成
敗
」
や
「
奉
書
」
を
受
け
て
出
さ
れ
た
も
の
が
相
当
数
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時

期
の
明
応
三
年
六
月
に
起
き
た
遡
保
川
の
用
水
相
論
で
も
、
伊
庭
氏
は
「
先
年
御

成
敗
」
に
基
づ
き
、
裁
許
を
下
し
て
い
る
【
却
】
。
現
存
す
る
伊
庭
氏
の
書
下
で
、
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上
意
を
前
提
と
せ
ず
に
裁
許
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
例
は
、
文
亀
二
年

に
ま
で
下
る
【
紛
】
。
伊
庭
氏
が
独
自
に
裁
許
を
行
う
パ
タ
ー
ン
は
、
決
し
て
一

般
化
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
相
論
裁
定
に
関
す
る
実
際
の
手
続
き
が
伊
庭
氏
の
も
と
で
な
さ
れ
た
こ

と
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
史
料
六
の
相
論
で
、
安
治
村
か
ら
申
し
立
て
を
受
け

伊た
庭の
氏は
で伊
あ庭
つ氏
たの
と可

岩盤
れが
る高

ま、

た札
、明
論の
人上
側理
が非
申を
し半I
関断
きす
をる
干丁の
うも
際実
に際
はに
、は

伊
庭
氏
の
も
と
に
出
向
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

札
明
の
過
程
で
、
伊
庭
氏
は
「
上
使
」
を
派
遣
し
、
現
地
を
見
分
さ
せ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
先
の
遜
保
川
用
水
相
論
で
は
、
「
差
遣
上
使
」
し
て
用
水
の
状
況
を

確
認
さ
せ
て
い
る
【
却
】
。
ま
た
、
永
一
正
六
年
(
一
五

O
九
)
に
橋
本
と
河
上
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(
竜
王
町
)
の
間
で
起
き
た
草
刈
場
相
論
で
は
、
近
隣
の
土
豪
で
あ
る
横
山
新
二

郎
に
対
し
、
「
為
上
使
被
打
越
」
て
、
河
上
が
新
儀
に
傍
示
と
し
て
立
て
た
竹
を

撤
去
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
【
倒
】
。
宮
島
は
、
上
使
は
一
般
に
六
角
氏
か
ら
派

遣
さ
れ
る
も
の
だ
と
述
べ
る
が
、
少
な
く
と
も
伊
庭
廷
の
書
下
に
み
え
る
「
上
使
」

は
、
伊
庭
氏
の
差
配
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
伊
庭
氏
の
書
下
は
、
伊
庭
氏
の
実
効
力
が
求
め
ら
れ
る
場
面
で
発
給
さ

れ
た
。
書
下
が
単
独
で
発
給
さ
れ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
奉
行
人
奉
書
で
六
角
氏

の
命
令
が
伝
達
さ
れ
る
場
合
も
、
現
地
で
適
切
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
書
下
が
求

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
伊
庭
氏
の
実
効
力
は
、
六
角
氏
権
力
内
で
の
地
位
の

高
さ
や
役
割
の
大
き
さ
、
在
地
と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ

た。
こ
の
伊
庭
氏
の
書
下
は
、
内
容
に
よ
り
担
う
役
割
が
少
し
ず
つ
異
な
る
。
知
行

宛
干丁
で
は

書
下
は
専
b 

喜
の

機
能
を
補
フE
す
る
形
で
使
用
さ
れ
る
が

諸
役

免
除
や
相
論
裁
定
で
は
書
下
が
主
体
と
な
る
場
合
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
諸
役
免

除
に
つ
い
て
は
、
明
応
年
間
以
前
は
伊
庭
氏
の
書
下
の
み
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
違
い
は
、
六
角
氏
権
力
の
決
定
と
い
う
形
を
と
る
必
要
性
の
度
合
い

が
内
容
に
よ
り
異
な
る
た
め
、
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
知
行
宛
行

は
六
角
氏
と
の
主
従
関
係
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
た
め
、
伊
庭
氏
の
書
下
で
代
行

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
諸
役
免
除
や
相
論
裁
定
で
は
、
実
質
的
な
差
配
を

伊
庭
氏
が
担
っ
て
い
た
た
め
、
伊
庭
氏
の
書
下
が
効
果
を
発
揮
し
た
。
た
だ
し
、

相
論
裁
定
は
個
別
の
ケ
I
ス
に
応
じ
て
理
非
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
上
に
、
後

の
規
範
と
な
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
六
角
氏
の
上
意
を
受
け
た
形
で
裁
定
を

下
す
必
要
が
あ
っ
た
。

一
方
、
諸
役
免
除
に
つ
い
て
は
、
文
書
を
出
す
か
否
か
は

と
も
か
く
、
内
容
面
で
そ
の
都
度
検
討
を
要
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
賦
課
が
な
さ
れ
う
る
切
迫
し
た
状
況
で
発
給
さ
れ
る
ケ
l
ス
が
多
い
た

め
、
即
時
的
・
実
効
的
な
対
処
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伊
庭
氏
の
書
下
は
卓
越
し
た
実
効
力
を
も
ち
な
が
ら
、
六
角
氏

の
分
国
支
配
の
枠
内
で
機
能
し
て
い
た
。
伊
庭
氏
は
六
角
氏
の
支
配
体
制
内
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
六
角
氏
当
主
や
奉
行
人
と
の
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
形
跡
は

う
か
が
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
伊
庭
氏
の
離
反
に
つ
い
て
は
別
の
角
度
か
ら
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

「
伊
庭
氏
の
乱
」
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の
実
態

一
六
世
紀
前
半
、
「
伊
庭
氏
の
乱
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
が
二
度
に
わ
た
っ
て
起

き

れ

実

た
伊

震
を

E 
禁

事
件

と
さ
れ
て

き
た
が
、
両
者
の
矛
盾
の
み
に
そ
の
要
因
を
求
め
る
の
は
無
理
が
あ
る
ロ
そ
れ
ぞ

れ
の
乱
の
内
実
を
丁
寧
に
解
き
ほ
ぐ
し
、
真
相
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る

1 

「
第
一
次
伊
庭
氏
の
乱
」

の
内
実

一
O
月
、
六
角
高
頼
は
「
伊
庭
連
々
不
儀
子
細
」
を

〔
関
》

答
め
た
と
こ
ろ
、
伊
庭
氏
は
没
落
し
た
。
伊
庭
氏
は
、
同
一
一
月
暮
れ
に
は
近
江

に
姿
を
現
し
、
山
内
就
綱
の
加
郵
を
受
け
て
反
六
角
の
軍
事
行
動
を
展
開
す
る
。

一
二
月
二
六
日
、
伊
庭
勢
は
馬
淵
城
(
近
江
八
幡
市
)
・
永
原
城
(
野
洲
市
)
を

文
亀
二
年
(
一
五

O
二
)

七



攻
め
落
と
し
【
日
】
、
六
角
氏
の
本
拠
、
観
音
寺
城
に
向
け
て
北
上
し
た
。
六
角

氏
は
、
本
拠
を
捨
て
て
日
野
の
蒲
生
館
に
寵
っ
た
。
以
後
、
伊
庭
勢
は
蒲
生
館
を

集
中
的
に
攻
め
る
。
翌
三
月
一
七
日
、
伊
庭
貞
隆
・
貞
澄
は
、
甲
賀
郡
の
佐
治
氏

が
蒲
生
氏
の
い
る
日
野
に
夜
討
を
か
け
、
軍
功
を
あ
げ
た
こ
と
を
賞
し
て
い
る

【
m
-
m】
。
前
年
一
二
月
に
も
蒲
生
氏
と
佐
治
氏
は
合
戦
し
て
お
り
【
印
】
、

伊
庭
氏
の
軍
事
行
動
に
際
し
て
両
者
の
対
立
が
惹
起
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

寵
彼三
城月
退二
治二
」日
のに
fこは
め、
、帝国

蒲 川
$.政

主再
ま空
宇書
ケ 安う之

月宗
明近
古吾

22 
旦 E，、
城「
戦六
が角

続
い
た
が
、
は
か
ば
か
し
い
戦
果
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
年
六
月
五
目
、
赤

〔
罰
)

津
は
帰
洛
し
た
。

そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
、
伊
庭
氏
と
六
角
氏
は
和
睦
し
た
。

《羽
V

〔
史
料
七
〕

猶其
以後
毎久
々不
儀申
本候

、護処

121 
侯開港

菟似松

星電語
訂斗詮

LJi 
良品開書

2調量

長割長

上
候
、
祝
着
之
由
申
下
候
、
御
懇
之
儀
為
悦
候
、
委
細
後
藤
大
和
守
可
申
候
、

刃も
"品

々
六ハ謹
月苦言
十三、
八、年
日V

高
頼

花
押

朽
木
弥
五
郎
殿
御
返
事

新谷和之

細
川
政
元
の
執
り
成
し
に
よ
り
、
六
角
高
頼
と
伊
庭
六
郎
の
対
面
が
実
現
し
た
。

一
年
近
く
に
及
ぷ
両
者
の
戦
闘
は
、
こ
う
し
て
終
わ
り
を
迎
え
た
。

以
上
の
経
緯
よ
り
、
「
第
一
次
伊
庭
氏
の
乱
」
は
六
角
氏
と
伊
庭
氏
の
対
立
に

J¥ 

と
と
ま
ら
ず
、
圏
内
の
諸
勢
力
を
巻
き
込
む
大
規
模
な
抗
争
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
山
内
氏
・
佐
治
氏
ら
が
伊
庭
氏
に
与
同
し
た
こ
と
や
、
蒲
生
・
馬
淵
・
永

原
ら
六
角
氏
被
官
が
六
角
方
と
し
て
動
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
近
年
、
村
井

祐
樹
は
『
文
亀
年
中
記
写
』
の
記
述
を
も
と
に
、
伊
庭
氏
と
馬
淵
氏
の
対
立
が
こ

の
事
件
の
発
端
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
話
。
こ
う
し
た
権
力
内
部
の

矛
盾
が
な
ぜ
生
じ
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
細
川
政
元
が
強
力
に
介
入
し
た
事
実
は
、
こ
れ
が
近
江
国
内
の
問
題
に

と
ど
ま
ら
な
い
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
政
元
が
終
始
伊
庭
氏
を
支

持
し
た
こ
と
は
、
伊
庭
氏
が
中
央
と
の
パ
イ
プ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
の
み
で
は
説

明
が
つ
か
な
い
。

そ
こ
で
、
乱
以
前
の
状
況
を
見
直
す
と
、
明
応
八
年
(
一
四
九
九
)
七
月
、
足

33 

利
義
予
(
義
材
)
の
受
け
λ
れ
を
め
く
っ
て
、
六
角
氏
権
力
内
で
意
見
の
違
い
が

生
じ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
『
鹿
苑
目
録
』
同
年
七
月
一
九
日
条
に
「
西

書堂
於通
江宍越
之喜君
守昌之
、使

倍命
巨於
伊江
庭之
井太
馬守
淵

々
蒲々
生以
四嫡
所子

一室.而

量芝
閥、

近
江田

?音
量霊
則内

不
奉
命
也
」
と
あ
り
、
越
前
に
逗
留
中
の
義
予
か
ら
内
書
を
受
け
取
っ
た
六
角
高

頼
・
伊
庭
・
馬
淵
・
蒲
生
の
う
ち
、
前
二
者
が
義
予
の
命
に
従
わ
ず
、
後
二
者
が

従
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
時
の
対
立
構
造
は
、
六
角
高
頼
を
後
二
者
の
側
に
移
動
さ
せ
れ
ば
、
第
一

次
伊
庭
氏
の
乱
の
構
図
と
一
致
す
る
。
こ
の
段
階
で
は
受
け
入
れ
に
消
極
的
だ
っ

A

弱
V

た
六
角
氏
が
、
ど
こ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
方
針
を
転
換
し
た
結
果
、
伊
庭
氏
が
孤

立
し
た
と
考
え
れ
ば
、
無
理
な
く
説
明
で
き
る
。

一
方
、
明
応
の
政
変
で
義
材
を
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追
放
し
た
細
川
政
元
に
と
っ
て
、
義
晋
ノ
の
支
持
勢
力
が
増
え
る
の
は
決
し
て
望
ま

し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
政
元
は
伊
庭
氏
を
積
極
的
に
支
援
し
、
近
江
国
内
で

親
義
予
の
動
き
が
広
ま
る
の
を
防
ご
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
乱
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
伊
庭
の
「
不
儀
子
細
」
は
、
上
記
の

よ
う
な
伊
庭
氏
と
六
角
氏
お
よ
び
有
力
被
官
と
の
方
針
の
違
い
を
指
す
可
能
性
が

高
い
。
両
者
の
対
立
は
、
流
浪
将
軍
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
る
対
立
に
端
を
発
し
て

い
た
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
伊
庭
氏
は
決
し
て
一
枚
岩
で
六
角
氏
に
反
抗
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

一
般
に
伊
庭
貞
隆
と

た
。
史
料
七
で
高
頼
と
対
面
を
遂
げ
た
「
伊
庭
六
郎
」
は
、

さ
れ
る
崎
、
貞
隆
は
こ
の
時
期
「
出
羽
守
」
を
名
乗
っ
て
お
り
【
表
】
、
六
郎
は

そ
の
息
子
と
み
ら
れ
砧
。
六
郎
は
、
乱
後
も
細
川
京
兆
家
の
軍
事
行
動
に
参
画
し

〈鈎〕

て
お
り
、
し
ば
ら
く
在
京
し
て
京
兆
の
も
と
で
活
動
し
た
よ
う
で
あ
る
。

方

貞
隆
は
乱
の
最
中
は
六
角
勢
を
攻
め
た
が
、
永
正
元
年
(
一
五

O
四
)
に
は
既
に

書
下
の
発
給
を
再
開
し
て
い
る
【
表
】
。
貞
隆
は
六
郎
と
は
異
な
り
、

い
ち
早
く

六
角
氏
権
力
の
も
と
に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
。

両
者
の
活
動
の
違
い
か
ら
、
反
義
予
の
立
場
を
と
る
京
兆
家
の
要
請
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
た
の
は
、
伊
庭
六
郎
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
貞
隆
の
ス
タ
ン
ス

は
図
り
か
ね
る
が
、
乱
後
の
復
帰
の
早
さ
に
鑑
み
れ
ば
、
六
角
氏
と
反
目
す
る
意

志
は
六
郎
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
貞
隆
が
大
き
な
権
限
を
も
っ
た
た

め
に
六
角
氏
と
の
乳
擦
が
生
じ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2 

伊
庭
父
子
出
奔
の
背
景

永
正
一
一
年
二
月
一
九
日
、
伊
庭
貞
隆
・
貞
説
父
子
は
再
び
六
角
氏
の
も
と
か

ら
離
地
、
両
者
の
対
立
は
決
定
的
と
な
っ
た
。
本
節
で
は
、
伊
庭
父
子
の
離
反
が

い
か
な
る
歴
史
的
な
背
景
の
も
と
に
起
き
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
。

永
正
四
年
六
月
二
四
日
の
細
川
政
元
暗
殺
で
畿
内
政
局
が
混
迷
を
極
め
る
な
か
、

六
角
氏
は
足
利
義
澄
か
ら
徐
々
に
距
離
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
永
正
三
年
よ
り
在

京
し
て
い
た
六
角
氏
綱
は
、
翌
年
七
月
二
五
日
に
突
如
と
し
て
下
向
す
る
。
こ
の

急
な
下
向
の
前
兆
は
、
政
元
暗
殺
直
後
に
既
に
現
れ
て
い
た
。
細
川
政
元
の
命
に

ょ
っ

r上
洛
し
て
い
た
氏
綱
に
、
義
澄
は
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
「
江
州
押
領

地
事
」
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
氏
綱
は
、
帰
国
の
用
意
を
し
て
い
た
と

た富こ
。ろ

ノ、

宮否
や二
そ七
の日
被、

EZ 
よ貞
る宗

器事
へり
の成
処し
置で
を義
め澄
ぐに
る出
義仕
澄す
とる
六こ

22 
とな
のつ
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深
刻
な
対
立
が
、
翌
月
の
下
向
の
前
提
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
つ
て
の

「
六
角
征
伐
L

と
同
様
の
構
図
が
み
え
、
興
味
深
い
。

永
正
五
年
四
月
、
足
利
義
予
は
、
細
川
高
国
や
大
内
義
興
ら
の
支
援
を
得
て
上

を洛
頼を
つ果
てた
長す
命
寺こ
(の

在時
八義
幡澄
市は
)日
に野
至高
る自光
。ら

義と
澄と
をも
tJ主に

く出
ま京
っし

こ九
と里
で備
、前

伊守

庭
-
九
里
両
氏
は
義
安
か
ら
討
伐
の
対
象
と
み
な
さ
れ
た
ロ
永
正
七
年
二
月
、
細

川
高
国
は
「
近
江
国
伊
庭
・
九
里
等
嬬
治
」
の
た
め
、
近
江
に
軍
勢
を
派
遣
し

た
が
、
九
里
氏
に
敗
北
を
喫
し
目
。
翌
年
八
月
の
船
岡
山
合
戦
で
は
、
九
里
氏
の

与
力
が
義
澄
・
細
川
晴
元
と
と
も
に
上
洛
凶
、
義
安
勢
と
戦
っ
て
い
る
。

伊
庭
氏
の
離
反
が
起
き
る
ま
で
の
数
年
間
、
義
澄
か
ら
離
れ
て
い
く
六
角
氏
と
、

九



新谷和之

義
澄
を
積
極
的
に
支
援
す
る
伊
庭
氏
・
九
里
氏
と
い
う
構
図
が
み
ら
れ
る
。
第
一

次
伊
庭
氏
の
乱
の
対
立
構
造
が
、
義
澄
と
の
関
係
の
違
い
と
し
て
よ
り
直
接
的
に

現
れ
て
い
る
の
が
、
当
該
期
の
特
色
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
既
に
指
摘
さ
れ

〔隠》

て
い
る
が
、
こ
う
し
た
対
立
が
す
ぐ
に
伊
庭
氏
の
離
反
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の

は
な
ぜ
か
、
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
義
澄
の
受
け
入
れ
に
関
し
て
主
体
的
に
動
い
た

の
が
、
伊
庭
氏
で
は
な
く
九
里
氏
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
義
澄
が
関
わ
る
そ
の

後
の
軍
事
行
動
で
も
、
九
里
氏
の
活
躍
が
目
立
つ
。

一
方
、
伊
庭
氏
は
九
里
氏
と

と
も
に
討
伐
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
数
年
の
聞
に
義
澄
を
支
持
す
る
活

動
を
行
っ
た
形
跡
は
う
か
が
え
な
い
。
被
官
の
九
里
氏
が
積
極
的
な
支
持
を
表
明

し
た
た
め
、
伊
庭
氏
も
結
果
的
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
実
態
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
時
期
、
伊
庭
氏
は
国
内
で
引
き
続
き
書
下
を
発
給
し
て
い
る
。
上
意
を
受

け
た
も
の
や
、
奉
行
人
奉
書
と
セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
【
口

i
m
m】、

六
角
氏
と
の
対
抗
関
係
は
う
か
が
え
な
い
。
伊
庭
氏
の
書
下
は
、
上
記
の
よ
う
な

対
立
を
抱
え
た
な
か
で
も
な
お
、
六
角
氏
の
分
国
支
配
に
お
い
て
有
効
に
機
能
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

細
川
高
国
勢
が
伊
庭
・
九
里
両
氏
を
攻
め
た
際
、
六
角
氏
は
ど
ち
ら
に
も
合
力

せ
ず
、
消
極
姿
勢
を
貰
い
た
。
伊
庭
氏
は
分
国
支
配
に
お
い
て
重
要
な
存
在
な
の

で
、
討
伐
は
避
け
た
い
が
、
か
と
い
っ
て
伊
庭
氏
を
擁
護
す
る
と
義
予
へ
の
反
逆

と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
。
六
角
氏
の
中
立
的
と
も
い
え
る
態
度
は
、
こ
う
し

た
政
治
判
断
の
も
と
で
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
0 

出
奔
以
前
の
伊
庭
氏
と
六
角
氏
は
、
分
裂
し
た
将
軍
家
へ
の
対
応
を
め
ぐ
る
政

治
的
な
対
立
を
抱
え
な
が
ら
も
、
分
国
支
配
で
は
協
力
す
る
と
い
う
複
雑
な
関
係

に
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
は
、
六
角
氏
が
中
立
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
こ
と
で
維
持
さ

れ
た
が
、

い
つ
ま
で
も
続
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
上
六
角
氏
の
も
と
で

活
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
伊
庭
氏
は
、
永
正
一
一
年
二
月
、
六
角

氏
の
も
と
を
去
る
こ
と
を
選
ん
だ
。

3 

伊
庭
氏
出
奔
後
の
六
角
氏
権
力

出
奔
後
の
伊
庭
氏
は
、
六
角
氏
と
し
ば
し
ば
戦
闘
を
繰
り
広
げ
る
(
第
二
次
伊

庭
氏
の
舌L

伊

震
は

角
氏
と
対
立
す
る
京
極

罪
E 
の
支
持
を

け

江
北
と
江
南
をの，一

拍干丁

罪主

TZ 
n、，~

E主ぞ
闘竺
で/_，

ハ民
記を

ぷ脅
T】〉

77(し
ノ1，1;T;こ
リ)

父し
子か
生し
涯《‘
L"大
し永
た五
の年
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(
一
五
二
五
)

を
最
後
に
、
両
者
の
戦
闘
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。

こ
の
間
、
六
角
氏
は
伊
庭
氏
の
人
的
・
経
済
的
基
盤
を
徐
々
に
否
定
し
て
い
っ

た
。
両
者
が
権
益
を
も
っ
た
島
郷
の
諸
職
ゃ
、
被
官
の
跡
職
・
中
間
な
ど
が
現
地

の
杉
山
氏
に
漸
次
宛
行
わ
れ
て
い
弱
。
伊
庭
氏
は
、
六
角
氏
重
臣
の
地
位
と
種
々

の
基
盤
を
失
ぃ
、
没
落
し
回
。

以
後
の
六
角
氏
の
支
配
は
、
様
々
な
被
官
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
役
割
を
担
う
形

書で
が進
根 め
幹ら
のれ
文 た
書
と 文
し書
て発
位給
置の
づ面
けで
らは
れ、

る君伊
。庭

選告
支書
配 下
の は
面消
で 誠
はし

国奉
内 行
の人
寺 奉

社
な
ど
と
の
聞
で
個
別
に
窓
口
が
設
け
ら
れ
、
相
互
に
緊
密
な
折
衝
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
前
代
よ
り
も
は
る
か
に
機
構
的
な
編
成
が
進
め
ら
れ
、
伊
庭
氏
の



戦闘期における守量権力のま骨と有力被官

よ
う
に
突
出
し
た
権
限
を
も
っ
存
在
が
体
制
的
に
否
定
さ
れ
て
い
っ
た
。

た
だ
し
、
伊
庭
氏
が
培
っ
た
在
地
支
配
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
後
代
に
受
け
継
が
れ

た
面
が
強
い
。
訴
訟
裁
定
に
お
け
る
札
明
の
プ
ロ
セ
ス
な
ど
、
在
地
に
密
着
し
た

支
配
方
式
は
、
担
い
手
を
変
え
な
が
ら
継
承
・
発
展
し
て
い
旬
。
当
該
期
の
六
角

氏
権
力
は
、
伊
庭
氏
が
担
っ
て
き
た
分
国
支
配
の
諸
機
能
を
機
構
や
職
制
と
し
て

段
階
的
に
整
理
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
伊
庭
氏
が
い
な
く
な
っ
た
六
角
氏
権
力

内
で
支
配
体
制
の
再
構
築
が
な
さ
れ
、
奉
行
人
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

従
来
、
伊
庭
氏
は
「
守
護
代
L

の
地
位
を
背
景
に
強
大
化
を
遂
げ
、
守
護
権
力

の
枠
を
逸
脱
し
た
た
め
に
当
主
か
ら
排
除
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
の
理
解
は
次
の
三
点
に
お
い
て
再
考
を
要
す
る
。

第
一
に
、
近
江
「
守
護
代
」
の
立
場
は
、
六
角
氏
権
力
内
で
の
地
位
を
直
接
示

要す
にも
応の
じで
ては
被な
官い
や。

更南
~t 
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主護
よ岱
ち予

言語
はき、，、

本
質
的
に
は
分
圏
内
の
遵
行
を
担
う
職
で
あ
っ
た
。
守
護
代
が
守
護
制
度
上
重
要

な
職
制
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
郡
奉
行
や
守
護
代
官
な
ど
を
下
位
に
位

置
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
複
数
の
職
を
同
一
人
物
が
担
う
場
合
も
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
守
護
代
の
立
場
そ
の
も
の
が
、
権
力
内
で
覇
権
を
握
る
上
で
有
効
に
作

用
す
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。

第
二
に
、
伊
庭
氏
の
本
質
を
近
江
守
護
代
と
捉
え
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
伊

庭
氏
は
、

一
五
世
紀
半
ば
の
六
角
氏
の
家
督
内
紛
を
機
に
守
護
代
の
権
能
を
一
手

に
担
う
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前
は
専
ら
当
主
の
側
で
守
護
・
守
護
代
に
よ
る

命
令
執
行
を
実
務
的
に
補
佐
し
て
い
た
。
こ
の
当
主
と
の
つ
な
が
り
の
強
古
と
、

守
護
代
と
し
て
遵
行
を
担
う
な
か
で
培
わ
れ
た
、
中
央
政
界
や
分
圏
内
の
在
地
社

会
と
の
結
び
付
き
の
双
方
が
、
伊
庭
氏
の
台
頭
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
「
伊
庭
氏
の
乱
L

を
六
角
氏
と
伊
庭
氏
の
覇
権
争
い
の
結
果
と
み
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
伊
庭
氏
の
権
限
は
六
角
氏
権
力
内
で
容
認
さ
れ
て
お
り
、
伊

庭
氏
自
身
が
六
角
氏
支
配
の
枠
組
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
た
形
跡
も
う
か
が
え
な

い
。
こ
の
事
件
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
流
浪
将
軍
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
る
六
角

氏
と
伊
庭
氏
の
路
線
対
立
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
対
立
が
深
刻
な
内
部
抗
争
へ
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と
発
展
し
た
背
景
に
は
、
伊
庭
氏
の
置
か
れ
た
複
雑
な
立
場
が
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
伊
庭
氏
は
守
護
代
の
権
能
を
果
た
す
な
か
で
、
在
地
勢
力
の
組
織
化
を
進
め
、

中
央
政
界
と
の
結
び
付
き
を
得
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
将
軍
家
の
分
裂
に
際
し
て

は
、
六
角
氏
の
方
針
だ
け
で
な
く
、
六
角
氏
と
立
場
を
異
に
す
る
細
川
京
兆
家
の

意
向
や
、
流
浪
将
軍
の
受
け
入
れ
に
積
極
的
な
一
族
・
被
官
ら
の
動
静
も
踏
ま
え

て
対
応
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
「
中
央
の
論
理
」
と
「
地
方

の
論
理
」
の
聞
で
選
択
を
迫
ら
れ
る
伊
庭
氏
の
姿
を
、
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
戦
国
期
に
各
地
で
起
き
た
守
護
権
力
内
部
の
抗
争
は
、
在
国
し
て
分
国
支
配
に

力
を
注
い
で
い
く
守
護
と
、
分
国
支
配
の
実
権
を
握
る
有
力
被
官
と
の
矛
盾
の
結

果
生
じ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
み
た
近
江
の
事
例
を
踏
ま
え

四



る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
有
力
被
官
の
存
在
は
戦
国
期
の
守
護
支
配
に
お
い
て
必
ず

し
も
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
む
し
ろ
、
戦
国
期
に
お

い
て
も
彼
ら
被
官
の
も
つ
ノ
ウ
ハ
ウ
や
様
々
な
人
間
関
係
は
守
護
の
分
国
支
配
に

極
め
て
有
用
で
あ
り
、
格
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
守
護
は
彼
ら
を
体
制
内
に
抱

え
込
ん
で
お
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
、
抗
争
の
真
の
要
因
は
、
守
護
や
被
官
の
志
向
性
の
変
化
と
は
別

の
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
に
固
有
の
事

情
が
働
き
一
様
で
は
な
い
が
、
畿
内
近
国
の
場
合
、
幕
府
を
中
心
と
し
た
政
治
問

題
が
と
り
わ
け
強
く
作
用
し
て
い
た
と
考
え
る
。
戦
国
期
に
幕
府
と
守
護
の
つ
な

が
り
は
相
対
的
に
弱
く
な
る
が
、

一
方
で
足
利
将
軍
家
は
、
政
治
的
・
経
済
的
に

重
視
す
る
国
に
は
直
接
挺
入
れ
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
将
軍
は
守
護
で
は
な
く
そ

の
被
官
や
又
被
宮
に
合
力
を
求
め
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
近
江
に
あ
っ
て
は
、

京
都
を
出
奔
し
た
足
利
義
澄
を
匿
っ
た
九
里
氏
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
動

向
は
、
支
持
基
盤
の
確
保
を
ね
ら
う
将
軍
と
、
武
家
と
し
て
の
地
位
の
上
昇
を
志

向
す
る
彼
ら
被
官
層
の
思
惑
が
合
致
し
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
が
、
反
面
、
守
護
の

分
国
支
配
を
侵
害
し
、
圏
内
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
要
因
と
も
な
っ
た
。
こ
の
混

乱
が
、
守
護
と
被
官
の
抗
争
と
い
う
形
で
立
ち
現
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
分
国
に
お
け
る
覇
権
争
い
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
守
護
権
力
内

の
抗
争
は
、
幕
府
と
守
護
、
京
都
と
各
守
護
分
固
と
の
関
係
性
の
変
化
に
伴
う
現

折谷和之

象
と
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
抗
争
の
結
果
、
前
代
よ
り
集
権
的
な
地

域
権
力
が
各
地
で
生
ま
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
地
域
的
統

合
は
、
時
に
中
央
政
界
の
情
勢
も
絡
み
、

一
国
レ
ベ
ル
を
超
え
た
大
き
な
政
治

四

社
会
の
問
題
に
、
各
地
の
守
護
ら
が
対
処
す
る
な
か
で
実
現
し
た
面
も
あ
り
、
武

家
の
一
円
支
配
の
志
向
性
の
み
で
は
説
明
で
き
な
い
。
分
国
を
取
り
巻
く
政
治
・

社
会
情
勢
の
変
化
を
構
造
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
守
護
権
力
の
変
質
の
意
味

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

【注】
(
l
)
勝
俣
鎮
夫
『
戦
国
時
代
議
』
(
岩
波
書
底
、

研
究
』
(
校
倉
書
一
一
房
、
一
九
九
五
年
)
な
ど
。

(
2
)
川
岡
勉
『
室
町
幕
府
と
守
護
権
力
』
(
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O二
年
)
な
ど
。

(
3
)
「
戦
国
大
名
目
成
立
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」
(
所
理
喜
夫
編
「
戦
国
大
名
か
ら
将
軍

権
力
へ
』
吉
川
弘
文
館
、
一
一
0
0
0年)。

(
4
)
前
掲
注
2
川
岡
著
書
。

(
5
)
細
溝
典
彦
「
六
角
氏
領
国
支
配
機
構
の
変
遷
に
つ
い
て
」
(
『
年
報
中
世
史
研
究
』

五
、
一
九
八
O
年
)
、
下
坂
守
「
室
町
・
戦
国
時
代
の
六
角
氏
」
(
『
八
日
市
市
史
」
二
、

八
日
市
市
、
一
九
八
三
年
)
。
最
近
で
は
、
有
力
被
官
と
当
主
と
白
相
克
を
常
に
抱
え
る

あ
り
方
を
六
角
氏
権
力
の
本
質
と
み
る
視
点
も
提
示
さ
れ
て
い
る
(
高
木
叙
子
「
六
角

氏
と
伊
庭
民
」
『
能
登
川
白
歴
史
』
二
、
東
近
江
市
、
一
一
O
一一一一年三

(
6
)
『
戦
国
期
社
会
の
形
成
と
展
開
浅
井
・
六
角
氏
と
地
域
社
会
|
』
(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
六
年
)
第
四
。

(
7
)
「
戦
国
期
の
幕
府
と
守
護
|
近
江
守
護
六
角
氏
を
素
材
と
し
て
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九

九
、
一
九
八
三
年
三

(
8
)
『
戦
国
大
名
佐
々
木
六
角
氏
自
基
礎
研
究
』
(
思
文
閣
出
版
、
二
O
一
二
年
)
第
六
章
。

(
9
)
「
能
登
川
の
歴
史
」
四
(
東
近
江
市
、
二

O
一
一
一
年
三
本
書
よ
り
史
料
を
引
用
す
る

場
合
、
「
能
O
O
(史
料
番
号
ど
と
略
記
す
る
。

(m)
「
近
江
守
護
六
角
氏
白
研
究
L

(

『
古
文
書
研
究
』
一
二
、
一
九
七
八
年
)
。

(
日
)
前
掲
注
5
細
溝
論
文
。

(
ロ
)
「
祇
園
執
行
日
記
』
(
増
補
続
史
料
大
成
)
文
和
元
年
二
月
i
一
一
一
月
条
。

(
日
〉
こ
の
時
の
守
護
は
六
角
義
信
で
あ
っ
た
。
山
内
定
詮
〔
信
詮
)
は
義
信
の
叔
父
に
あ

た
り
、
山
内
氏
白
祖
と
さ
れ
る
。
定
詮
は
幼
少
白
当
主
義
信
に
代
わ
り
、
守
護
白
役
割

一
九
九
六
年
)
、
池
享
『
大
名
領
国
制
白
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戦周期における守註枚方の宜骨と有力被官

を
実
質
的
に
担
ぃ
、
守
護
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

(
H
H
)

「
宝
荘
厳
院
評
定
引
付
」
(
「
東
寺
百
合
文
書
』
た
一
五
)
。

(
日
)
こ
れ
ら
は
受
給
者
の
認
識
で
あ
り
、
六
角
氏
権
力
内
で
の
位
置
づ
け
を
直
接
示
す
も

白
で
は
な
い
が
、
あ
る
程
度
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。

(
国
)
「
六
角
持
綱
遵
行
状
L

(

『
離
宮
八
幡
宮
文
書
』
一

O
四
・
『
大
山
崎
町
史
史
料
編
』
)
。

(
口
)
「
六
角
満
高
書
下
」
(
『
蒲
生
文
書
』
五
二
・
『
水
口
町
志
』
下
)
。

(凶

)
2ハ
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
案
」
(
『
東
寺
百
合
文
書
』
た
三
)
。

(
四
)
「
宝
荘
厳
院
評
定
引
付
」
応
安
三
年
二
月
一

O
日
条
(
『
東
寺
百
合
文
書
』
た
一
三
)
。

(
却
)
「
宝
荘
厳
院
評
定
引
付
」
応
永
一
七
年
一
一
月
三
日
条
(
『
東
寺
百
合
文
書
』
た
四
回
)
。

(
紅
〕
「
六
角
高
経
書
下
」
(
『
蒲
生
文
書
」
四
六
)
。

(m)
南
北
朝
・
室
町
期
に
遵
行
を
担
っ
た
の
は
、
馬
淵
・
日
賀
田
・
蒲
生
な
ど
一
門
や
有

力
被
官
に
限
ら
れ
る
。

(
お
)
「
小
佐
治
基
安
軍
忠
状
」
(
『
小
佐
治
文
書
』
・
能
八
三

(
剖
)
六
角
民
権
力
の
三
村
荘
へ
白
関
わ
り
は
、
前
掲
註
8
村
井
著
書
第
四
章
で
詳
述
さ
れ

zuw
。

(
お
)
「
三
村
荘
本
家
米
員
数
注
文
」
(
『
東
寺
百
合
文
書
』
ル
四
八
三

(
お
)
「
宝
荘
厳
院
評
定
引
付
L

応
安
四
年
七
月
三
日
条
(
『
東
寺
百
合
文
書
』
た
一
五
)
。

(
幻
)
「
宇
野
教
林
書
状
」
(
「
東
寺
百
合
文
章
己
ル
二
三
八
・
能
一
六
)
。

(
鉛
)
「
宇
野
教
林
書
状
」
(
「
東
寺
百
合
文
書
』
ル
一
一
四
一
・
能
一
七
)
。

(
却
)
前
掲
注
5
下
坂
論
文
。

(
初
)
『
康
富
記
」
(
悼
日
檎
続
史
料
大
成
)
文
安
元
年
七
月
一
日
条
。

(
出
)
「
宝
荘
厳
院
評
定
引
付
」
文
安
元
年
九
月
二
日
条
〔
『
東
寺
百
合
文
書
』
た
七
四
)
。

(
位
)
『
南
禅
寺
文
書
』
上
(
南
禅
寺
宗
務
本
所
、
一
九
七
二
年
三

A
は
同
書
一
四
八
号
、

B
は
一
五
五
号
、

C
は
一
七
三
号
、

D
は
一
七
四
号
。

(
お
)
前
掲
注
6
宮
島
論
文
な
ど
。

〔
刷
出
)
「
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
案
」
(
『
東
寺
百
合
文
書
」
ル
一
一
六
九
・
能
四
六
〉
。

(
お
)
「
宇
野
教
意
書
状
L

(

『
東
寺
百
合
文
書
」
タ
二
二
九
三

(
お
)
「
宇
野
教
意
書
状
」
(
『
東
寺
百
合
文
書
」
タ
二
九
九
)
。

(
幻
)
「
伊
勢
貞
宗
書
状
写
L

(

『
親
元
日
記
』
増
補
続
史
料
大
成
)
。

(
犯
)
前
掲
注
7
今
岡
論
文
。

(
却
)
前
掲
注
8
村
井
論
文
。

(
却
)
「
京
極
氏
辛
党
打
人
連
署
奉
書
案
」
(
『
醍
醐
寺
文
書
』
一
一
六
一
)
。

(
但
)
前
掲
注
B
村
井
論
文
。

(
位
)
前
掲
注
5
下
坂
論
文
お
よ
び
前
掲
注
6
富
島
論
文
。

(
勾
)
『
黒
川
文
書
』
(
村
井
祐
樹
編
『
戦
国
遺
文
六
角
氏
編
』
東
京
堂
出
版
、
二

O
O九

年)。

A
は
同
書
六
号
、

B
は
七
号
(
以
下
、
戦
七
な
ど
と
略
記
す
る
)
。

(
叫
)
前
掲
注
5
下
坂
論
文
。

(
伍
)
前
掲
注
7
今
岡
論
文
。

(
必
)
前
掲
注
6
宮
島
論
文
。

(
釘
〉
「
並
木
某
書
状
L

(

『
、
水
源
寺
文
書
』
一
四
四
・
『
永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査
報

止旦青」〉。

(
必
)
『
御
法
興
院
記
』
(
増
補
続
史
料
大
成
)
明
応
一

O
年
七
月
七
日
条
。

(
羽
)
「
い
ろ
い
ろ
帳
」
(
「
安
治
村
区
有
文
書
』
・
能
一

O
O
)。

(
印
)
「
六
角
高
頼
書
状
」
(
『
朽
木
文
書
」
・
捷
一

O
九
三

(
日
)
『
後
法
興
院
記
』
文
亀
二
年
一
二
月
三
日
条
。
山
内
就
綱
は
、
史
料
一
で
幼
少
の
当

主
を
支
え
、
「
守
護
」
と
し
て
白
役
割
を
実
質
的
に
担
っ
た
山
内
氏
の
末
商
で
あ
る
。
父

の
政
綱
は
、
延
徳
三
年
(
一
回
九
一
)
、
六
角
征
伐
の
折
に
幕
府
勢
と
対
面
し
、
謀
殺
さ

れ
た
。

(
臼
)
「
公
藤
公
記
」
文
亀
三
年
三
月
二
二
日
条
。

(
臼
)
「
後
法
興
院
記
』
文
亀
三
年
六
月
五
日
条
。

(
M〕
「
六
角
高
頼
書
状
L

(

『
朽
木
文
書
』
・
能
一
一
六
)
。

(
回
)
前
掲
注
B
村
井
論
文
。

(
町
山
)
義
ヂ
は
明
応
八
年
末
に
周
防
に
下
向
し
、
大
内
氏
の
支
援
を
得
た
。
こ
れ
は
、
京
都

の
義
澄
政
権
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
と
な
る
(
萩
原
大
輔
「
足
利
義
予
政
権
考
」
『
ヒ
ス

ト
リ
ア
』
二
二
九
、
二

O
一
一
年
)
。
六
角
氏
の
姿
勢
が
変
化
す
る
背
景
に
、
義
予
白
政

権
基
盤
の
強
化
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
同
年
二
月
、
義
予
の
受
け
入
れ
を

め
ぐ
る
対
立
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
大
内
氏
分
国
で
は
当
主
を
交
替
さ
せ
よ
う
と
す
る

動
き
が
起
き
た
(
杉
武
明
白
乱
)
。
分
裂
し
た
将
軍
家
へ
白
対
応
を
め
ぐ
っ
て
、
守
護
支

配
の
危
機
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
対
立
が
各
地
で
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
肝
)
前
掲
注
5
下
坂
論
文
な
ど
。

(
路
)
『
後
法
興
院
記
』
文
亀
元
年
七
月
七
日
条
に
「
佐
々
木
大
膳
大
夫
・
伊
庭
父
子
無
為

之
不
知
到
来
間
、
祝
着
之
趣
去
四
日
高
額
許
江
差
愚
状
井
太
万
、
問
伊
庭
出
羽
守
許
江
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新谷和之

選
太
万

・
六
郎
許
江
怨
筆
之
伊
勢
物
語
本
造
之
」
と
あ
り
、
「
伊
庭
父
子
」
が
伊
庭
出
羽

守
と
六
郎
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
六
郎
は
、
後
に
貞
隆
の
子
と
し
て
み
え
る

貞
説
か
、
第
一
次
伊
庭
氏
の
乱
で
文
容
を
発
給
し
た
貞
澄
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
高
木
叙
子
は
、
貞
澄
が
貞
陵
の
子
で
、
貞
説
の
兄
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る

(
前
掲
注
5
高
木
論
文
)
。

(
印
)
『後
法
輿
続
記
』
永
正
元
年
九
月

一
七
日
条
。
こ
の
時
六
郎
と
と
も
に
従
軍
し
た
佐
々

木
小
三
郎
は
、
前
出
の
山
内
就
綱
で
あ
る
。
乱
時
に
伊
庭
方
に
加
担
し
た
山
内
は
、
し

ば
ら
く
在
京
し
て
い
た
こ
と
が

『後
法
興
院
記
』
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
。
山
内
は
、

永
正
三
年
一

一
月
五
日
に
よ
う
や
く
高
頼
と
和
睦
し
た
(『後
法
成
寺
関
白
記
』
)。

(印
)
『
長
享
年
後
畿
内
兵
乱
記
』
(『
続
群
書
類
従
』
五
八

O
)。

(臼
)
『
宣
胤
卿
記
』
(
増
補
続
史
料
大
成
)
永
正
四
年
七
月
二
五
日
条
。

(臼
)
『
宣
胤
卿
記
』
永
正
四
年
六
月
二
七
日
条
。

(
閃
)
司
和
長
卿
記
』
永
正
五
年
四
月
一
九
日
条
。
そ
の
後
、
義
浸
は
九
里
氏
の
岡
山
城
に

て
か
く
ま
わ
れ
た
(
『
不
問
物
語
』
な
ど
)
。

(
臼
)
『
拾
介
記
』
永
正
七
年
二
月
一
六
日

・
二
八
日
条
。

(
防
)
『拾
介
記
』
永
正
八
年
八
月
二
ハ
日
条
。

(
m
w
)

前
掲
注
5
下
坂
論
文
な
ど
。

(
町
)
『
経
尋
記
』
大
永
五
年
九
月
四
日
条
。
杉
山
藤
三
郎
に
宛
て
た
六
角
定
頼
の
感
状
に

も
、
九
皇
宗
忍
が
打
ち
取
ら
れ
た
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
(
『
古
証
文
』

四
・
戦
二
五
九
)
。

(問山)
『模
写
古
文
書
』
(戦一

九
八

・
二
O
四

・
二
O
五

・
二
一
八
)
。

(
印
)
永
禄
九
年
五
月
二
日
、
伊
庭
の
祭
礼
で
「
出
羽
守
殿
」
が
樽
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
(「
上
山
天
神
御
祭
礼
両
寺
ヨ
リ
渡
日
記
」
『
八
王
子
法
橋
伝
来
文
書
』

・
能
二

O
七〉
、
乱
後
の
伊
庭
氏
は
名
字
の
地
で
あ
る
伊
庭

(東
近
江
市
)
の

一
領
主
と
し
て
生

き
残
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
初
)
前
掲
注
6
富
島
論
文
。

(冗
)
拙
稿
「
戦
国
期
六
角
氏
の
地
域
支
配
構
造
地
方
寺
社
へ
の
関
与
を
手
掛
か
り
に
|
」

(
『
市
大
日
本
史
』
二
ニ
、
二
O
一
O
年)。

(η)
た
と
え
ば
、
日
限
を
定
め
て
論
人
の
主
間
取
を
聞
き
届
け
る
手
続
は
、
後
に

『六
角
氏

式
目
』
五
五
条

「年
貢
借
与
物
催
促
事
」
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

【凶
年
9
月
印
日
受
付
、

ω月
mm
日
受
理
】

四
四

伊庭氏発給文書

間 年月日 整 制 苑 所 内 容
上窓

上意文曹
書留 伝

出 典
文書 x嘗 来

11:延文4(1359).10.17
{伊雌}常智 ・(ー 沙汰人中 専用米直務協定 執 "llI!寺百合文書た
上)玄妙

2康安元(1361ト7.26盛実・{伊庭}常智 林太郎兵衛尉 御宇米算用指示 執 "東寺百合文書け

3応i!<35(1428l.閏3.2満員 須田北段 ・猪子入選 伺鎗蛾定 ・執行 悲 御*書成候上者 恐 今堀田吉神社文書

41:iEA元(1429).11.14
伊庭六郎左衛門

島郷戒上坊御代官 年賀徴収一時停止 状 企東寺百合文書タ
尉補貞

51;1<事9(1438).3. 24 貞元 御奉行所 年賀代進上 基 東寺百合文書し

6文安5(1445).6.21 満湿 湖上奥嶋関所 過所
任去二月七日御

執 衛禅寺主魯
奉書旨

71x安(1444-柑).5.15伊直前澄
山中太郎左衛門 ・九里次郎左衛

用水相酋緯'" 公方御奉書如此 執 "山中文書
門

S玄徳2(1450).4.11 出羽守(満澄ヵ} 大野木弾正 諸役催促停止 当 任御判之官 執 A 大原観音寺文書

9 " 満隆{満澄;b) 大野木源正 用木徴発停止 奉 任御奉書之旨 執 A 大原鶴膏骨文書

10宝徳3.6.27 出羽守(前置) 諸閲奉行御中 過所 畢 重商膏奉書之上者 状 南縛寺文書

11辛抱2(1453).2.22 出羽守(満波) 久郷 ・久松新右衛門入道 年賀押領停止 恐 東寺百合文書ケ

12 " 満泣 久郷 IA栓新右衛門人道 年賀来逃停止 恐 東寺百合文書ケ

13事徳2.8.11 出羽守(前田) 久訟新左衛門入道 代官職補任、合力要請 奉 任御奉書之旨 執 A 東寺百合文書ケ

14草徳2.11.7 出羽守(淵澄) 九里次郎左衛門 進乱停止 状 A 東寺百台文書Jレ

15草徳2.12.22 出羽守(前泣) 九旦次郎左衛門 進乱停止、書格指示 状 A 東寺百合文書フ

16畏禄2(1458).5.25 出羽守(湖沼) 小野弾正 知行返付 山 任御奉書之旨 状 冷泉家古文書

17 " 出羽守(満澄) 九里次郎左衛門尉 網持相鈴、物忌停止 事 f壬御奉書之旨 状 賀茂剛l雷神社文書

18年来説。5.7 満湿 東禅院 代官入部阻止 恐 岡本文書

19克iE5(1464).12.4 貞陣 償山将監 ・九里三郎左衛門 呉服血相臨検定 奉 被成御奉書上者 状 A 今堀田吉神社文書

20克正6.6.12 貞鴎 保内商買中 押取物返f寸 .$ 任御奉書旨 状 A 今堀 田吉神社文書

21応仁3(1469).5.4 貞隆 山中筑前守 給分館ft 奉 任御霊証書之旨 状 黒川文書

22文明元(1469).12.3 責陸 盟月弥次郎 給思宛行 当 為御給分敏仰付 状 X 木村政雄民所厳文書

23文明3.10.28 伊庭貞隆 黒川与四郎 年賀備促要附 恐 黒川文書

24文明5.3.19 貞隆 保内商売人中 塩荷駄目j押取停止 任準書之旨 状 今堀 日吉神社文書

25文明10.12.12 貞崎 九里三郎左衛門尉・名主中 年賀来過停止 恐 企賀茂別雷神社文書

26文明12.11.21 伊庭貞峰 山内行者御中 製脚免肝 恋 葛川明王院文書

27文明15.11.10 貞雄 竹生島年行事御坊 段蝕 ・路公事免許 状 竹生島文書

銘文明16.9.22 貞隆 貫阿弥陀仏 路公事免軒 状 金量車寺文書
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却文明16.9.22 貞隆 上笠図禅光坊 諸公事免許 状 金蓮寺文書

30文明日-18.11.2 貞隆 時川新右衛門商 右寄命披露 御委奉細書着実仰井侯賞礼 恐 集辻俊六刷所腸む文書

31延徳元(1489).11.10出羽守(貞隆) 望月将藍 給恩宛行 運転 怪御事書旨 状 X 木村政彊民所薦文書

"延穂先.1l.21 出羽守[貞陸) 岩桂三郷沙汰人御中 違乱停止要蹄 恐 X 木桐政経氏所薦議決寄

33延智2.9.20 出羽守{貞隆) 賀須茂悶E七E名郎主沙汰人中 安養寺ー 年賀納入停止
以之重上者荷旨公被減方御御成奉敗書

状 A 賀茂''1雷神社文書

34延箆2...9.25 出羽守{貞隆} 下司本家方名主抄汰人 年賀納入停止 状 賀茂別雷神社文書

35延徳3.8.27 貞隆 佐治太荷3 感状 恐 小佐治文書

"明応2(1493).笹4.16出羽守{貞隆} 当座築8夜中 察要脚免除 決 兵全神社文書

31明応2.6.27 出羽守{貞陸} 兵主神館 段銭安脚免除 状 兵主神社文書

38明応2‘9.8 出現守(貞障} 目貧困 段銭免除 恐 A 永源寺文書

39明応2.11.9 出現守【貞隆} 岡上牧庄名主百姓中 寺領渡付 状 永源寺文書

40明応3.6.26 出羽守{貞隆} 軍保庄名主抄汰人中 用水相輪裁定 先竿如御成敗 状 江頭文書

41 伊庭左京苑高経 彊保庄名主抄故人中 用水相齢裁定 先年任御成敗之旨 状 江頭文書

42明応3.12.14 出羽守(貞陸) 兵主神館 社領安堵 先年如成敗 状 兵主仲吐文書

43明応4.12.21 出羽守(貞陸) 山上六ヶ寺ー同春庵納所禅師 上リ給分免除 状 永源寺文書

44明応5.5‘3 出羽守(貞隆) 橘庄名主百姓中 公事物貌望停止 状 ム井関文書

45明応6.ι14 出羽守{貞隆} 当島年行事御房 諸公事等免除 奉 任奉釜之旨 状 竹生島文書

46明応6.6.18 貞隆 竹生島竿行事御房 非分停止 奉 府調奉書 状 "生島文書

47明応6.12.20 出羽守(貞隆} 比牟礼八幡宮 禁制 当 状 比牟キυ、繍神社文書

48文亀元(1501).3.29 出羽守(貞隆} 長命寺 臨時要脚免除 任御奉書状旨 状 長命寺文書

49文亀2.8.10 出現守(貞隆} 保内商人中 呉J股座枢論裁定 状 A 今堀日吉神社文書

50文亀2.12.21 貞澄 佐治玄蕃 感状 恐 小佐治文書

51文亀2‘12.26 伊庭貞隆 安宮殿 戟況報告 恐 ×古今消息集

52文亀3.3.17 貞涯 佐治玄蕃允 感状 恐 小佐治文書

63 貞隆 佐治玄蕃fr， 感状 恐 小佐治文書

64永正元臼504).閏3.27出羽守(貞陸) 百務寺政所御房 寺領安堵 状 百時寺文書

55永正元.7.10 出羽守(貞障} 馬淵盲姓中 年貢納入命令 奉 状 黒川文書

5自永正元方.7.29 出羽守(貞隆) 黒川修理進 競望停止 恐 黒川文書

571;ik.正元.自 27 出羽守(貞隆) 黒川修理亮 餓望停止 奉 状 黒川文書

"永正元.‘ 9.10 貞随 馬淵郷後官中 途乱停止 佳御奉書之旨 恐 黒川文書

69永正元.12.13 出羽守{貞陸} 保内商売人中 越境足子商売停止 状 ム今堀日吉神社文書

60永E初.2.25 出羽守{貞陸} 要脚賦課停止 恐 黒川文書

61永lE4.11.21 出羽守{貞障} 御薗中郷公文 段銭催促停止 彼成御判之条 状 ム永謀寺文書

"永lE5.8.8 出現守(貞障} 小松庄抄法人百姓中 堺細書命裁定 状 X 伊藤晋民所蔵文書

63永lE6.後払 17 出現守{貞隆} 楠本名主百姓中 草刈場格論裁定 状 橋本左右神社文書

64永正6.10.10 出羽守(貞隆) 横山新二郎 違乱停止要請 恐 橋本主治神社文書

65永正7.4.14 出羽守(貞陸) 小松沙汰人中 下地検断 状 X 伊藤菅氏所蔵文書

6自永正7咽 6.25 出羽守(貞隆) 横山 検断掲示 企橋本左右仲吐文書

67 出羽守{貞陸) 橋本名主百控中 草"J場相輪哉定 状 橋本左右神社文書

68 出羽守(貞隆) 橋本名主百姓中 草刈場相輪設定 状 ム橋本左右神社文書

69 出羽守{貞睡) 河上名主百姓中 草刈易相槍裁定 状 A 橋本左右仲社文書

70永:iE7.7.10 出羽守{貞隆} (伊庭]右京荏・吉田修理亮 用水相論議定 状 富井文書

71永lE8.2.28 出羽守(貞隆} (伊庭)右京高・当所井衆中 用水相歯哉定 佳奉書之旨 状 宮井文書

72 貞説 (伊庭)右京亮・当所井衆中 周水梅輪裁定 奉 任奉著書遂行旨 状 宮井文書

73永正8.3.23 出現守(貞陸} 当山六.寺納所禅師 段銭免除 調静 任奉書旨 状 永源寺文書

74永正8.3.26 出現守(貞随} 小進倉・兵飯摩高助六筒・同寺省納次所亮禅師同左京 年貢来進、作聡規定 奉 任奉書旨 状 永源寺文書

75永正8.3.26 出羽守(貞陸) 在#所々名主抄汰人百姓中 諸公事賦課停止 塁審 任務寄旨 状 永源寺文書

76永正8.4.2 貞視 所沙々汰散人在中段銭要掬奉オT中・名主 段銭ー堕脚免除 岩野 被成御判詑 状 永源寺文書

77永正9.壬4.3 出羽守(貞陸) 橋本地下人中 霊域要請 状 橋本左右神社文書

78永lE9.5.14 貞説 当寺御住持 諸役免除 缶御判旨 状 永源寺文雀

79永E宮.9.13 貞設 半井 薬調合要請 恐 尊経閥古文書纂

80永JE10.10.27 貞説 誇浦中 知行分返付 状 居初文書

81 貞口 堅固惣庄中 知行分返付 状 堅田小番域文書

82永lE12.6.10 出羽守{貞隆) 小口百姓中 持領停止 状 永源寺文書

83永王舟.7.5 出羽守{貞随} 'J栓乾 登按命令 恐 伊藤智氏所蔵文書

副長捺2以降‘色目 真隆 大野歳入 礼状 恐 領官文書

85文明日以降.3.27 貞隆 紙固執行御窃 遺跡宛行 為上意拝領候 恐 八夜神世文書

86文明日以降.8.5 貞隆 朽木 礼状 恐 朽木文書

87延徳2以降.11.24 出羽守(貞隆) 慈恩寺観割院 末寺安堵 恐 企来迎寺文書

88延笛3以降.8.22 貞隆 鍾中 押闘停止、合力依頼 状 来迎寺文書

89年未詳.6.21 伊庭出羽守貞長 来福寺待者御中 竿買納入掲示 為御給徴。申付侯潤 恐 山中文書

上意文書伊庭氏の文書が六角氏権力内の上位者の文書とセットで発給された楊合、その上位者の文書が何かを類型的に示した項目〈望者=六角氏孝行人奉

香、当=六角氏当主書下、山=山内氏遅行状)/上意文言伊庭民の完結文書に上意 C六角氏当主の指示など)を示す文書が盛り込まれている場合、その文

言を記載した/曾留文言恐=恐々謹言もしくは恐僅趨言、状=の状如件、執=伯執達釦件/伝来企=案文、 X~写、空白=正文
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A study of shugo's power in Japanese Sengoku era 
with regard to shugo's major vassals 

-the c回 eof Omi Iba 

SHINY A Kazuyuki 

After the middle of the 15th century， in Japan， most of the “shugo" -Japanese feudalload-returned 

to their land and concentrated on land control. At the same time， they collided with their vassa1s 

who led shugo's land control. In genera1， shugo banished their major vassals and turned to“sengoku 

daimyo". But it's not true that the rise of shugo's vassals caused the conflicts in the organization 

of shugo， because these vassals a180 supported shugo' control. 80 1 studied the factor shugo's COll-

flict in Omi 

In the early 16th century.“Rokkaku-shi" -the feudal load of Omi-deporled his vassa1“Iba-shi" 

after the twice dispute. Many 四 searche四七hinkthat they conflicted because Iba-shi led Omi control 

But Rokkaku-shi admitted Iba-shi's role in his organization， and Iba-shi didn't deny the system of 

Rokkaku-shi， too. In fact， the conflict of “shogun" -the nationalleader of medieval Japan-caused 

this田 se.ln吐lIsconflict， Iba-shi consider noもonlyRokkaku-shi's intention， but also the opinion of 

“Hosokawa Keicho" who conflicted wi出 Rokkaku-shi，and h凶 ownvassal's request. Th盟国seisn't 

the struggle for supremacy in Rokkaku-shi's organization， but phenomenon in connection with the 

change of politics and society 
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